
健康たいとう２１推進計画(第三次)令和７年度の事業の予定

各
論

項
目

細
目

目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課

基本目標１　生涯を通じた健康づくりの推進と健康寿命の延伸

施策１　生活習慣の改善と生活機能の維持・向上

（１）適切な食事と適度な運動

・健康増進普及月間・食生活改善普及運動等に
おける普及啓発を行います。 ●

健康総合相談
食生活支援

健康総合相談
食生活支援

健康増進普及月間・食生活改善普及運動（9
月）
内容：パネル展示、資料配布、ポスター掲示、
メールマガジン配信

保健サービス課

・若い世代への栄養に関する情報提供を行いま
す。 ● 食生活支援 食生活支援

リーフレット送付
  子宮頸がん検診対象者(20～38歳偶数年
齢）
女性の健康週間での資料配布
区ホームページ等による普及啓発

保健サービス課

・栄養成分表示の活用について普及啓発を行い
ます。

● 栄養成分表示 食生活支援 区ホームページ等による普及啓発 保健サービス課

・ライフステージや健康課題に応じた栄養相談、
ニーズに合った健康教育等を実施します。

● 食生活支援 食生活支援

離乳食講習会、幼児食講習会
親子クッキング、栄養出前講座　等
栄養相談　３６回
電話・所内相談等　随時

保健サービス課

・地域の医療機関との連携を推進します。 ● 低栄養予防 食生活支援 低栄養防止事業（栄養相談）等 保健サービス課

・給食施設における生活習慣病予防の取組を支
援します。

特定給食施設指
導

特定給食施設指
導

個別指導　随時
栄養情報の配信

保健サービス課

・食品関連事業者等が取り扱う食品の適正表示
について、助言及び支援を行います。

● 栄養成分表示 食生活支援
食品表示法に基づく表示指導
　栄養成分表示等に関する相談
　対象　食品関連事業者等

保健サービス課

シニアクラブ活
動支援

シニアクラブ活動
支援

輪投げ大会（12月1日予定）
　会場　台東リバーサイドスポーツセンター
　対象　シニアクラブ会員及び入会希望者
　　　　　80人程度
健康教室事業助成
   台東区シニアクラブ連合会実施の軽スポー
ツ講習会への助成

健康課

①適切な量
と質の食事
をとる人を
増やします。

②適切な体
重の維持を
図ります。
【重点】

③運動習慣
の定着を目
指します。

具体的な取り組み

③環境の整
備

②栄養相
談・講習会
の充実

①知識の普
及・啓発

④適切な運
動習慣を身
につけるた
めの取組

・身近でできる運動について普及啓発を行いま
す。

資料５
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目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

スポーツ推進委
員

スポーツ推進委
員

区のスポーツ行事への協力や各種スポーツ教
室、イベント等の企画・運営、助言などを通じ、
区民への生涯スポーツの普及・振興や、スポー
ツの楽しさを伝えるコーディネーターとして活動
している。
 主な活動
　 体力テスト（6月・11月）

スポーツ振興課

●

スポーツの祭
典
～たいとうス
ポーツフェスタ
2025～

スポーツの祭典

アスリートを招聘し、オリンピック・パラリンピッ
ク・デフリンピック競技種目など様々なスポーツ
を体験できるスポーツイベントを開催し、東京２
０２０大会のレガシーを継承する。

【実施日】　10月13日（祝）
【場所】　台東リバーサイドスポーツセンター、
　　　　　 清島温水プール

スポーツ振興課

総合型地域ス
ポーツクラブ

総合型地域ス
ポーツクラブ支
援

日常的なスポーツの場として、地域の人々が主
体となり運営する総合型地域スポーツクラブの
活動を支援するため、たなかクラブ普及啓発事
業を実施する。
スポーツ体験会等 計４回実施予定

スポーツ振興課

● スポーツひろば スポーツひろば

区民が身近な場所でスポーツを始めるきっか
けの場として、区立小中学校の一部を学校教
育に支障のない範囲で開放すると共に、オンラ
インスポーツ教室を実施する。
　区立小中学校   10校
　オンライン　6回

スポーツ振興課

● 障スポチャレンジ
障害者スポーツ
普及促進

区民が身近な場所で障害者スポーツを始める
きっかけを作るため、区立スポーツ施設等にお
いて誰でも気軽に障害者スポーツに参加でき
る機会を提供する。
　種目　パラバレーボール（座位）
　場所　たなかスポーツプラザ
　回数　32回
　
　種目　ボッチャ
　場所　田原小学校　及び 大正小学校
　回数　３５回

スポーツ振興課

・健康推進委員と協働・連携します。 ●
健康づくり啓発
推進

健康づくり啓発
推進

健康推進委員リーダー会の開催　隔月（計6
回）

保健サービス課

①適切な量
と質の食事
をとる人を
増やします。

②適切な体
重の維持を
図ります。
【重点】

③運動習慣
の定着を目
指します。

④適切な運
動習慣を身
につけるた
めの取組

・身近でできる運動について普及啓発を行いま
す。
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目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

●
健康づくり啓発
推進

健康づくり啓発
推進

ウォーキングマップ印刷
隔年作成のため令和７年度は作成せず
　（次回作成予定：令和８年度）

保健サービス課
健康推進担当

台東区スポーツ
ガイドマップ

体育団体指導育
成

区内のスポーツ施設や運動ができる場所、ま
た、スポーツイベントなどスポーツに関する情報
をわかりやすく提供し、区民がいつでもスポー
ツに親しむことができるように活用してもらう。
令和７年度発行予定

スポーツ振興課

・健康に不安のある方等を対象に運動の可否を
判断する健康度測定を実施し、個別の運動プロ
グラムを提供します。

上野健康増進セ
ンター
千束健康増進セ
ンター

上野健康増進セ
ンター
千束健康増進セ
ンター

健康度測定の実施
　・上野健康増進センター　第2・第3水曜
　・千束健康増進センター　第1・第4水曜
　　※令和7年7月から令和９年５月まで上野
　　　健康増進センターで実施
　対象者：18歳以上の区内在住・在勤・在学の
　　　　　　方

保健サービス課

・一人ひとりの健康状態や疾患の特性に応じた
運動教室を実施します。

上野健康増進セ
ンター
千束健康増進セ
ンター

上野健康増進セ
ンター
千束健康増進セ
ンター

糖尿病、高血圧症などの疾患の特徴に対応し
た運動教室を新たに実施
　※千束健康増進センターは令和7年7月から
　　令和9年5月まで区民館等の近隣施設にて
　　実施

保健サービス課

（２）適切な休養と睡眠

・区公式チャンネル、区公式ホームページ等によ
り周知します。

健康総合相談 健康総合相談 公式ＨＰ等を活用した啓発を実施。 保健サービス課

・適切な睡眠について普及啓発を行います。 健康総合相談 健康総合相談
リーフレット配布や、公式ＨＰ等を活用した啓発
を実施。

保健サービス課

・保健事業や地区活動における健康教育を実施
します。

健康総合相談 健康総合相談 リーフレット等配布により啓発を実施。 保健サービス課

・育児相談等、各事業における保健指導を実施
します。

健康総合相談 健康総合相談
個別相談での随時対応、リーフレット等配布に
より啓発を実施。

保健サービス課

・必要に応じて医療機関等を紹介します。
健康総合相談 健康総合相談

生活習慣に関する相談（随時）
　所内面接、電話相談等
　家庭訪問による健康相談

保健サービス課

⑤健康増進
センターを
活用した運
動習慣の定
着

①適切な量
と質の食事
をとる人を
増やします。

②適切な体
重の維持を
図ります。
【重点】

③運動習慣
の定着を目
指します。

適切な睡眠
時間の確保
と睡眠休養
感の向上を
推進します。

④適切な運
動習慣を身
につけるた
めの取組

・区内ウォーキングマップ、運動教室、運動施設
などの情報提供を行います。

①情報提
供・知識の
普及・啓発

②健康教育
や保健指導
の実施
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目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

（３）歯と口腔の健康づくり

・年代別に効果的な歯科健康診査を実施しま
す。

●

歯科基本健康診
査
歯科衛生相談
乳幼児歯科健康
診査
妊産婦歯科健康
診査

歯科基本健康診
査
歯科衛生相談
母子健康診査
母子歯科健康診
査

歯科基本健康診査（通年/20歳は10月から3
月）
　対象　20・30・35・40～55・60・65・70・
　　　　　75・80・85歳の区民
歯科衛生相談（定期歯科健診）（34回）
　対象　区民
妊婦歯科健診（通年）
産婦歯科健診（10回）
1.6歳児歯科健診（27回）
3歳児歯科健診（27回）
2歳児歯科健診（24回）

保健サービス課

・ハイリスク者（障害児・者、有病者、高齢者、妊
婦等）への受診勧奨と必要に応じた歯科保健指
導を実施します。

●

歯科基本健康診
査
歯科衛生相談
妊産婦歯科健康
診査

歯科衛生相談
母子歯科健康診
査
歯科基本健康診
査

障害者の歯科健診・保健指導（3回）
　対象　福祉作業所通所者
妊婦歯科健診（通年）
産婦歯科健診・保健指導（10回）
歯科衛生相談（定期歯科健診）（34回）
　対象　区民（幼児ハイリスク者等）
歯科基本健康診査（通年/20歳は10月から3
月）
   対象　20・30・35・40～55・60・65・70・
　　　　　 75・80・85歳の区民

保健サービス課

・歯科健康診査のフォローアップによる口腔ケア
の普及啓発を行います。

歯科衛生相談
歯科基本健康診
査

歯科衛生相談
歯科基本健康診
査

むし歯ハイリスク児への歯科健診受診の個別
勧奨（通年）
歯科基本健康診査ニュースレター送付（通年）

保健サービス課

・各ライフステージに合わせた健康学習会を実
施します。

● 健康学習 健康学習

保育園等での歯みがき指導
　　区内保育園等の園児対象（40園程度）
歯と口の健康づくり指導者講習会（２回）
　　区内保育施設職員対象
成人歯科健康学習会（随時）

保健サービス課

・乳幼児期からの健全な口腔機能の育成と生活
習慣の獲得のための支援を行います。

歯科衛生相談 歯科衛生相談

赤ちゃんお口ふれあい教室（24回）
親子の歯ッピー教室（24回）
歯と口の相談室（30回程度）
乳幼児親子対象
「赤ちゃんの歯とお口の健康情報」の個別通知
で普及啓発

保健サービス課

・歯と口の健康週間を契機とした普及啓発を行
います。

歯科衛生相談
8020・9020達
成者表彰

歯科衛生相談
8020・9020達
成者表彰

区広報紙、ホームページ等における歯と口の健
康週間、区民の歯と口の健康情報の普及啓発

歯と口の健康週間のイベント
　歯の講演会（1回）
　歯の健康相談（8回）
  8020・9020達成者表彰（1回）
　パネル展示での普及啓発

保健サービス課

① むし歯・
歯周病の減
少を目指し
ます。

②オーラルフ
レイルを予防
し、口腔機能
の維持・向
上を目指し
ます。

③かかりつ
け歯科医を
持つ区民の
割合を増や
します。

②歯科保健
の普及・啓
発

①歯科健康
診査の受診
促進
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目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

・区民に向けて、口腔ケア、オーラルフレイルの予
防に関する知識向上を目的とした普及啓発を行
います。

歯科基本健康診
査

歯科基本健康診
査

オーラルフレイル予防普及啓発
　歯科基本健康診査（後期高齢者）での普及啓
発
ニュースレター送付

保健サービス課

・要介護高齢者等に対して、「たいとう歯科健康
センター」が十分活用されるよう周知し、歯と口
腔に関する相談に応じます。

●
口腔ケア連携推
進

口腔ケア連携推
進

・歯や口腔に関する相談
・在宅高齢者への介入
・区民向け講演会（４～５回）

健康課

・口腔の健康を維持するため、適切な歯科医療
や専門的な保健指導を受ける習慣の定着支援
を行います。 ●

歯科基本健康診
査
妊婦歯科健康診
査
乳幼児歯科健康
診査

歯科基本健康診
査
母子歯科健康診
査
母子健康診査

歯科基本健康診査（通年/20歳は10月から3
月）
   対象　20・30・35・40～55・60・65・70・
　　　　　 75・80・85歳の区民
妊婦歯科健康診査(通年)
3歳児歯科健診(27回)

保健サービス課

・かかりつけ歯科医による、在宅療養者の摂食・
嚥下障害等の支援を行います。

●
口腔ケア連携推
進

口腔ケア連携推
進

・区民向け講演会（４～５回）
・歯科医師会主催の区民向け講演会への後援

健康課

・地区歯科医師会、地区医師会と連携し、かかり
つけ歯科医の定着を図ります。

糖尿病対策 糖尿病対策 糖尿病対策地域連携委員会(1回) 保健サービス課

・要介護高齢者等の口腔機能と健康の維持向上
のため、「たいとう歯科健康センター」において、
介護関係者、歯科医療機関等との連携を図りま
す。

●
口腔ケア連携推
進

口腔ケア連携推
進

・口腔アセスメント事業
・歯科訪問診療 人材育成研修

健康課

・医療関係者、介護関係者、施設職員等に対す
る歯と口腔の健康づくりに関する研修等を継続
的に実施します。

●
口腔ケア連携推
進

口腔ケア連携推
進

・介護事業者向け研修会
・口腔ケアマネジメントセミナー

健康課

① むし歯・
歯周病の減
少を目指し
ます。

②オーラルフ
レイルを予防
し、口腔機能
の維持・向
上を目指し
ます。

③かかりつ
け歯科医を
持つ区民の
割合を増や
します。

④歯・口腔
に関する保
健・医療・福
祉の連携

③かかりつ
け歯科医の
定着促進

②歯科保健
の普及・啓
発
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７年度実施
予定事業名

７年度
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事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

（４）こころの健康づくり

●
精神保健福祉相
談等

精神保健福祉相
談等

区広報紙や区公式ホームページを通じて、正し
い知識と情報の提供を行う。

保健予防課

教育相談 教育相談

臨床心理士によるカウンセリング
　本人や保護者を対象に子供の教育上のさま
ざまな悩みに関して、カウンセリングを実施。
　来所相談(予約制)
 　　月～金曜日、第2･4土曜日(除祝日)
　　　9:30～17:30
　電話相談(随時)
 　　月～金曜日、第2･4土曜日(除祝日)
　　　9:30～16:30
  　※来所･電話相談とも水曜日は18:30まで
　オンライン相談(予約制)
 　　月～金曜日、第2･4土曜日(除祝日)
　　  9:30～16:30
　１人１台端末を活用した子供の相談
　　対象　台東区立小中学校児童・生徒

教育支援館

・「こころの健康チェックシート」の普及啓発を行
います。 ●

精神保健福祉相
談等

精神保健福祉相
談等

区民健康診査の通知にあわせてシートを区民
あてに送付するほか、区広報紙等に掲載し普
及啓発を図る。

保健予防課

・保健・医療・福祉の関係機関と連携し、区の精
神保健施策の現状と課題の共有、協議を行いま
す。

●
精神保健福祉相
談等

精神保健福祉相
談等

保健・医療・福祉の関係機関と連携し、区の精
神保健施策の現状と課題の共有、協議を行う
ため、精神保健福祉連絡協議会を開催する。
（年１回）

保健予防課

・区広報紙や区公式ホームページなどを活用し
た周知を行います。 ●

精神保健福祉相
談等

精神保健福祉相
談等

区広報紙や区公式ホームページ等へ掲載し、
相談窓口を周知する。

保健予防課

・関係機関や事業所と協力して周知を図ります。
●

精神保健福祉相
談等

精神保健福祉相
談等

区内の福祉サービス事業所等への周知協力を
依頼する。

保健予防課

・区民に身近な相談機関である保健所と地域生
活支援センターの機能の充実を図ります。 ●

精神保健福祉相
談等

精神保健福祉相
談等

研修等を通じて職員のスキルアップに努め、区
民の相談ニーズに適切に対応するとともに、満
足度の向上を図る。

保健予防課

・都立精神保健福祉センターや医療機関等の関
係機関と連携します。

●
精神保健福祉相
談等

精神保健福祉相
談等

精神保健福祉連絡協議会を開催する。（年１
回）

保健予防課

③相談体制
の充実

こころの健
康づくりのた
め、正しい知
識と情報の
提供を行
い、支援体
制の充実を
図ります。
【重点】

②相談窓口
の認知度向
上

①区民の
「こころの健
康」に関す
る健康学
習・情報提
供の充実

・「こころの健康」に関する正しい知識と情報を提
供します。
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各
論

項
目

細
目

目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

・アルコール、薬物、ギャンブル等の相談を実施
します。

●
精神保健福祉相
談等

精神保健福祉相
談等

適切な窓口につなぐ。 保健予防課

・正しい知識の理解促進に向けた普及啓発を行
います。

●
精神保健福祉相
談等

精神保健福祉相
談等

区公式ホームページを通じて、正しい知識と情
報の提供を行う。

保健予防課

⑤自殺予防
対策の推進

・「台東区自殺予防推進計画」に基づき、自殺予
防に向けた取組を推進します。 ● 自殺予防対策 自殺予防対策

自殺予防の啓発や自殺未遂者支援者の個別
支援を行う等、自殺対策を実施する。

保健予防課

（５）健康に配慮した飲酒

・区公式ホームページ、メールマガジン（へルス
ケアニュース）等の機会を通じ、飲酒に伴うリス
クや適度な飲酒に関する正しい知識の普及啓発
を行います。

健康総合相談 健康総合相談
リーフレット配布や、公式ＨＰ等を活用した啓発
を実施。

保健サービス課

・20歳未満、妊娠中・授乳中の者への飲酒防止
について啓発を行います。

健康総合相談 健康総合相談
リーフレット配布や、公式ＨＰ等を活用した啓発
を実施。

保健サービス課

②家庭への
保健指導の
推進

・ゆりかご面接、乳幼児健診等において、飲酒の
有無の確認や飲酒による自身、胎児、乳児に及
ぼすリスクについて保健指導を推進します。

健康総合相談 健康総合相談
個別相談での随時対応、リーフレット等配布に
より啓発を実施。

保健サービス課

③地域への
健康教育の
推進

・出前講座など、職域における健康づくりとして
保健所が実施している事業等を活用し、アル
コール健康障害の啓発を行います。

健康総合相談 健康総合相談 依頼により随時対応。 保健サービス課

（６）喫煙対策とCOPD予防

・世界禁煙デーや世界COPDデーにおけるパネ
ルや模型の展示等による普及啓発を行います。 ● たばこ対策推進 たばこ対策推進

禁煙週間キャンペーン（５～６月）およびＣＯＰＤ
キャンペーン（１１月）として、区役所・保健所等
において、パネル・模型の展示、リーフレット等
の配布による啓発を実施。

保健サービス課

・小・中学校における喫煙及び受動喫煙防止教
育を実施します。

● たばこ対策推進 たばこ対策推進

小中学校において、小学６年生、中学２・３年生
を対象とした喫煙防止教育を実施。
令和７年度は上野小、桜橋中、忍岡小、千束
小、大正小、東浅草小、田原小、富士小、金竜
小、金曽木小、松葉小、駒形中の１２校を予定。

保健サービス課

②禁煙希望
者への支援

・区内禁煙外来実施医療機関を紹介します（禁
煙外来マップの配布）。

● たばこ対策推進 たばこ対策推進
夏頃、令和７年度版禁煙外来マップを作成・配
布予定（年内）。

保健サービス課

飲酒に関す
る正しい知
識の普及を
推進します。

①喫煙と受
動喫煙によ
る健康への
影響に対す
る普及啓発

こころの健
康づくりのた
め、正しい知
識と情報の
提供を行
い、支援体
制の充実を
図ります。
【重点】

①成人の喫
煙率減少を
目指します。

②COPD
（慢性閉塞
性肺疾患）
の認知度を
上げます。

①普及啓発
の推進

④依存症に
関する相談
と啓発
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各
論

項
目

細
目

目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

・台東区受動喫煙防止対策推進キャラクター「け
むたいぞう」を活用し、普及啓発を行います。

● たばこ対策推進 たばこ対策推進
小中学校での喫煙防止教育や各種イベント等
において、受動喫煙防止対策推進キャラクター
「けむたいぞう」啓発品を配布。

保健サービス課

・ハローベビー学級（両親学級）、乳幼児健康診
査等の実施時に、受動喫煙防止に関する保健指
導を実施します。

● たばこ対策推進 たばこ対策推進
ハローベビー学級（両親学級）、ゆりかご・たい
とう面接、乳児健康診査実施時に啓発リーフ
レットを配布。

保健サービス課

・健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例に
基づいた助言・指導を事業者や施設管理者等へ
行うことで、望まない受動喫煙対策を推進しま
す。

● 受動喫煙対策 たばこ対策推進

健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例に
基づき、受動喫煙対策を推進するため施設管
理者等へ助言・指導を行う。
・実施時期等：随時

生活衛生課

（７）薬物乱用防止啓発の推進

・「薬物乱用防止ポスター・標語コンクール」によ
る青少年に対する普及啓発を行います。

薬物乱用防止ポ
スター・標語コン
クール

覚醒剤等乱用防
止啓発活動

 「薬物乱用防止ポスター・標語コンクール」によ
る青少年に対する普及啓発を行う
・募集時期　　7-9月
・審査会　　　 10月

生活衛生課

・保護司会、民生委員・児童委員、ライオンズクラ
ブ、警察、東京都等の関係機関と定期的な連絡
会の開催による連携を推進します。

覚醒剤等乱用防
止啓発活動

覚醒剤等乱用防
止啓発活動

・関係者連絡会の開催
・実施時期　6月

生活衛生課

・薬物乱用防止指導員と連携し、地域のイベント
への参加等により、普及啓発を行います。

覚醒剤等乱用防
止啓発活動

覚醒剤等乱用防
止啓発活動

若年層を主に対象とした青少年フェスティバ
ル、下町こどもまつり、街頭キャンペーンでの普
及啓発を実施
・実施時期　6月‐１２月

生活衛生課

・薬物乱用防止講演会を実施します。
薬物乱用防止講
演会

覚醒剤等乱用防
止啓発活動

・薬物乱用防止講演会の開催
・実施時期　12月

生活衛生課

・国や東京都等が実施する「ダメ。ゼッタイ。」普
及運動と連携した、パネル展示等の薬物乱用防
止キャンペーンを実施します。

覚醒剤等乱用防
止啓発活動

覚醒剤等乱用防
止啓発活動

・薬物乱用防止キャンペーンの実施
・実施時期　6月20‐7月19日

生活衛生課

・保健所の担当保健師による随時相談や専門医
等による相談事業を実施します。

●
精神保健福祉相
談等

精神保健福祉相
談等

適切な窓口につなぐ。 保健予防課

・医療機関と連携した個別対応を行います。 ●
精神保健福祉相
談等

精神保健福祉相
談等

適切な医療機関につなぐ。 保健予防課

・正しい知識の理解促進に向けた普及啓発を行
います。

●
精神保健福祉相
談等

精神保健福祉相
談等

区公式ホームページ等を通じて、正しい知識と
情報の提供を行う。

保健予防課

薬物乱用の
ないまちづく
りを推進しま
す。

②薬物依存
症に関する
相談と啓発

①成人の喫
煙率減少を
目指します。

②COPD
（慢性閉塞
性肺疾患）
の認知度を
上げます。

①薬物乱用
防止に関す
る普及啓発

③受動喫煙
防止対策の
強化
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各
論

項
目

細
目

目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

施策２　生活習慣病の発症予防と重症化予防

（１）がんの予防・早期発見と支援

①がん予防
対策

・がんについての正しい知識の啓発に取り組み、
がんの予防と早期発見・早期治療につなげま
す。

●
がん検診
がん検診受診率
向上対策

がん検診
がん検診受診率
向上対策

がん検診受診勧奨用のチラシを作成し、各医療
機関で配布するほか、区立中学校で行うがん
教育と連携して周知啓発を行う。

保健サービス課

・医療機関と連携し、複数のがん検診を受けら
れる体制や土曜日に受診できる体制など、がん
検診の受診率向上を目指します。

●
がん検診
がん検診受診率
向上対策

がん検診
がん検診受診率
向上対策

複数のがん検診を受診できる医療機関や、土
曜受診が可能な医療機関の情報を一覧にして
区ホームページに掲載する等、受診率向上をは
かる。

保健サービス課

・適切な精度管理の行われた検診を受診するこ
とが、死亡率の減少につながるとされることか
ら、質が担保された検診を実施します。

●
がん検診
がん検診受診率
向上対策

がん検診
がん検診受診率
向上対策

チェックリストを実施して医療機関の精度管理
を行い、精密検査受診勧奨の通知を送付し精
密検査の受診を促して死亡率減少につなげる。

保健サービス課

・がん患者に対し、ウィッグや胸部補整具の購入
費等を補助することで、がん患者が社会生活を
乗り越えることを支援します。 ● がん患者支援 がん患者支援

がん患者が治療に伴いウィッグや胸部補整具
等が必要になった際に、購入費用の一部を助
成する。
１回の申請につき上限１０万円
（１回につき１個、１人あたり生涯で２回まで助成
可）

保健サービス課

・若年がん患者に対し、在宅療養で必要となる
介護サービス費用等を補助することで、住み慣
れた地域で安心して在宅療養生活が送れること
を支援します。

● ● がん患者支援 がん患者支援
40歳未満の若年がん患者が在宅で療養する
際に必要とする介護サービスの費用の一部を
助成する。

保健サービス課

・がんの相談・支援に関する情報提供を行いま
す。 ● がん患者支援 がん患者支援

区ホームページで、国立がん研究センターや東
京都がんポータルのリンク先を掲載し、がんの
相談や支援に関する情報提供を行う。

保健サービス課

（２）糖尿病の予防、早期発見、重症化予防

・世界糖尿病デー、健康増進普及月間等におい
て啓発キャンペーンを実施します。

●
糖尿病対策
食生活支援

糖尿病対策
食生活支援

９月の健康増進普及月間・食生活改善普及運
動、１１月の世界糖尿病デー等に合わせてキャン
ペーン実施

保健サービス課

・区広報紙・区公式ホームページ等を活用した
普及啓発を行います。

●
糖尿病対策
食生活支援

糖尿病対策
食生活支援

区広報紙・区公式ホームページ等を活用した普
及啓発

保健サービス課

・生活習慣病予防に関する健康教室、健康出前
講座、栄養相談を実施します。 ●

糖尿病対策
食生活支援

糖尿病対策
食生活支援

糖尿病予防教室
栄養相談　　　　３６回
栄養出前講座　　　随時

保健サービス課

糖尿病の重
症化を予防
します。
【重点】

①生活習慣
病を予防す
るための知
識の普及・
啓発

①がんの予
防と早期発
見・早期治
療に向け、が
んに関する
正しい知識
の啓発を行
います。

②がんによ
る死亡率の
低下を目指
します。
【重点】

③がん患者
やその家族
に寄り添った
支援を行い
ます。

③がん患者
への支援

②がん検診
の受診率向
上、質の担
保
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各
論

項
目

細
目

目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

・健康診断に関する周知・広報活動を行います。
● 総合健康診査 総合健康診査

受診案内に、健診の重要性についてのコラムを
掲載する。
イベント等に参加して、健診の受診啓発を行う。

保健サービス課

・健康診断受診後の情報提供と相談体制を強化
します。

● 栄養相談 食生活支援 栄養相談　３６回 保健サービス課

・糖尿病の治療継続の重要性について啓発を行
います。

●
糖尿病重症化予
防

特定健康診査・
特定保健指導

糖尿病重症化予防
事業内容：（国保・後期）下記の対象者の方に
医療機関の受診勧奨と糖尿病重症化予防の保
健指導の利用案内を送付する。
対象者：（国保）総合健康診査の結果HbA1c
が6.5%以上で糖尿病での治療が確認できな
い方。
（後期）総合健康診査の結果HbA1cが8.0%
以上の方。医療機関より推薦のあった方。

国民健康保険
課

・国民健康保険、後期高齢者医療制度加入者
に、糖尿病重症化予防事業を実施します。

●
糖尿病重症化予
防

特定健康診査・
特定保健指導

糖尿病重症化予防
事業内容：（国保・後期）医療機関からの指示に
基づく指導を専門職が実施。
対象者：（国保）総合健康診査の結果HbA1c
が6.5%以上で糖尿病での治療が確認できな
い方。糖尿病継続治療中で医療機関より紹介
された方。
（後期）総合健康診査の結果HbA1cが8.0%
以上の方。糖尿病継続治療中で医療機関より
推薦のあった方。
実施期間：（国保・後期）6か月間

国民健康保険
課

・国民健康保険加入者に、医療機関未受診者対
策、糖尿病予備群対策事業を実施します。

●
糖尿病未受診者
対策・糖尿病予
備軍対策

特定健康診査・
特定保健指導

①医療機関未受診対策
事業内容：糖尿病の重症化や合併症を予防す
るため、糖尿病の疑いがある方を早期に医療
機関につなげる。受診勧奨通知の送付を行う。
対象者：総合健康診査の結果糖尿病の疑いが
ある者
②糖尿病予備軍対策
事業内容：HbA1cが高めな方に糖尿病に関す
る啓発や予防事業の紹介等の案内を送付す
る。
対象者：総合健康診査の結果、HbA1cが5.6
～6.4％で生活習慣病での医療機関受診が確
認できない方

国民健康保険
課

・地域関係機関との糖尿病に係る連携を推進し
ます。 ●

糖尿病重症化予
防事業検討会

特定健康診査・
特定保健指導

①糖尿病重症化予防事業検討会
事業内容：糖尿病重症化予防事業の検討
実施回数：年に1回

国民健康保険
課

糖尿病の重
症化を予防
します。
【重点】

③糖尿病の
重症化予防

②定期的な
健康診断受
診促進のた
めの啓発

10



各
論

項
目

細
目

目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

施策３　社会とつながる環境づくり

（１）地域での健康づくり

・健康推進委員活動を推進します。 ●
健康づくり啓発
推進

健康づくり啓発
推進

健康推進委員リーダー会の開催　６回 保健サービス課

・区民と協働した健康づくりを実施します。 ●
区民との協働に
よる健康づくり

区民との協働に
よる健康づくり

地域づくり交流会　１回
区民向け勉強会　１回

保健サービス課

・区民同士のつながりづくりを支援します。
すこやか育児相
談

すこやか育児相
談

１～３か月児の育児相談（プレママ・パパ交流会
含む）（区内２か所、各所月2回
出張育児相談（区内６か所、各所月1回）
とことこ育児相談・子育て心理相談（区内2か
所、各所１回）

保健サービス課

②自主的な
活動への支
援・連携

・自主活動を行っているグループを支援し、連携
を図ります。 シニアクラブ活

動支援
シニアクラブ活動
支援

広報紙「朗友」の発行
　発行回数　年２回（8月・1月）
　掲載内容　台東区シニアクラブ連合会及び各
クラブの活動内容の紹介、会員の投稿記事、会
員募集記事等

健康課

・総合健康診査、がん検診、人口動態等の健康
データを分析、評価します。

台東区国民健康
保険データヘル
ス計画（第2期）・
台東区国民健康
保険特定健康診
査等実施計画
（第4期）

台東区国民健康保険加入者を対象とした個別
の保健事業の評価を行う。

国民健康保険
課

・健康データの公表、周知を行います。 ●
区民との協働に
よる健康づくり

区民との協働に
よる健康づくり

地域づくり交流会　１回
区民向け勉強会　１回

保健サービス課

・区民と健康データを共有し、課題を踏まえた健
康づくりを実施します。

●
区民との協働に
よる健康づくり

区民との協働に
よる健康づくり

地域づくり交流会　１回
区民向け勉強会　１回

保健サービス課

（２）自然に健康になれる環境の整備

・健康推進委員が考案した14のウォーキング
コース、ウォーキングの進め方や正しいフォー
ム、健康遊具を設置している公園やラジオ体操
を実施している広場等を掲載した「台東区ウォー
キングマップ」を作成・配布します。

●
健康づくり啓発
推進

健康づくり啓発
推進

ウォーキングマップ印刷
隔年作成のため令和７年度は作成せず
　（次回作成予定：令和８年度）

保健サービス課
健康推進担当

・スマートフォンアプリを活用し、区民がウォーキ
ングや健（検）診の受診などの健康行動を始める
動機付けや運動習慣の定着を支援します。 ●

ICTを活用した
健康づくり活動
支援

ICTを活用した
健康づくり活動
支援

ウォーキングや健康に関する講演会への参加と
いったさまざまな健康活動のきっかけづくり、行
動・意識変容による健康改善とその改善行動の
継続支援を目的とした、健康管理機能等を実
装したアプリを導入・運用する。

保健サービス課
健康推進担当

地域のつな
がりを活かし
た健康づくり
を推進して
いきます。

区民が無理
なく自然に
健康な行動
を取ることが
できる環境
を整備しま
す。

①健康づく
り支援

③地域の健
康データに
基づいた健
康づくりの
支援

①地域のつ
ながりを活
かした健康
づくり
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各
論

項
目

細
目

目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

・気軽に身体を動かすことができる区立施設を
最大限に活用して、身近な運動場所を確保しま
す。

台東区スポーツ
ガイドマップ

体育団体指導育
成

区内のスポーツ施設や運動ができる場所、ま
た、スポーツイベントなどスポーツに関する情報
をわかりやすく提供し、区民がいつでもスポー
ツに親しむことができるように活用してもらう。
令和７年度発行予定

スポーツ振興課

②歩きたく
なるまちの
実現

・道路空間の活用や沿道における歩行者空間の
創出など、区内における様々なスペースやまち
づくりの手法を積極的に活用しながら、ベンチ等
の休憩施設の設置を推進します。

　― 　― 検討中 都市計画課

（３）多様な主体と連携した健康づくり

①区民と協
働した健康
づくり

・健康推進委員活動への支援及び連携、地域の
健康課題に関する話し合いの場等を通じて、区
民と協働した健康づくりを実施します。

●

区民との協働に
よる健康づくり、
健康づくり啓発
推進

区民との協働に
よる健康づくり、
健康づくり啓発
推進

健康推進委員への活動費支出等
保健サービス課
健康推進担当、
保健指導担当

②民間事業
者と協働し
た健康づく
り

・台東区の地域における健康づくりを推進してい
く中で、民間事業者が培ってきた情報や人材を
活用し、より一層の健康増進やサービス向上を
図るため、民間事業者と相互に連携し、健康
ブースの共同出展や健康学習会への講師派
遣、口腔ケアに関する指導者講習会等、さまざま
な場面で協働事業を実施します。

●

区民との協働に
よる健康づくり、
健康づくり啓発
推進、健康学習

区民との協働に
よる健康づくり、
健康づくり啓発
推進、健康学習

明治安田生命保険相互会社、ライオン株式会
社、大塚製薬との相互連携協定に基づく協働
事業の実施

保健サービス課
健康推進担当、
歯科担当、保健
指導担当

③健康づく
りに関する
情報発信

・区公式ホームページ、広報たいとう、たいとう
ヘルスケアニュース、健康づくり啓発広報紙「け
んこうの芽」をはじめ、Ｘ・LINEといったSNSを
活用することで、健康づくりの意識変容・行動変
容につながる情報を発信します。

● ●

健康づくり啓発
推進
ICTを活用した
健康づくり活動
支援

健康づくり啓発
推進
ICTを活用した
健康づくり活動
支援

健康管理アプリ、区公式ホームページ、広報た
いとう、たいとうヘルスケアニュース、健康づく
り啓発広報紙「けんこうの芽」、各種公式SNS
を通じた健康づくりに関する情報発信

保健サービス課
健康推進担当、
保健指導担当

（４）生活衛生環境の確保

・新築時の集合住宅等における事前協議の指導
を実施します。 ●

快適室内環境づ
くり

快適室内環境づ
くり

新築住宅等建築時に、健康で快適な生活環境
確保のため建築物の事前指導を実施する。
　・対象　敷地300㎡以上の建物または15戸以
上の集合住宅

生活衛生課

・既存住宅における室内環境相談を実施しま
す。

●
快適室内環境づ
くり

快適室内環境づ
くり

既存住宅におけるダニ・カビ・結露、換気不良、
赤水などの室内環境相談を実施し、住まい方
等のアドバイス等を行い、健康で快適な室内環
境づくりを目指す。
　 ・住まいの室内環境相談  200回

生活衛生課

区民が無理
なく自然に
健康な行動
を取ることが
できる環境
を整備しま
す。

区民の生活
環境が向上
するととも
に、人と動物
との共生が
図られ、区民
が健康で快
適に生活で
きるよう支援
を行います。

①健康づく
り支援

①住居衛生
の向上

区民や民間
事業者など
の様々な主
体との連携
体制を強化
し、社会全体
で区民の健
康づくりを支
援します。
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各
論

項
目

細
目

目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

・区民のニーズに沿った室内環境診断を実施し
ます。

●
快適室内環境づ
くり

快適室内環境づ
くり

室内環境診断として、室内のダニ等の調査や
室内空気環境を測定し、住まい方の改善指導
を実施し、健康で快適な室内環境づくりを目指
す。乳幼児健診等を利用し、子育て世代をター
ゲットにしたＰＲを進め、診断件数の増加を図
る。
   ・室内環境診断  35件

生活衛生課

・蚊媒介感染症対策を強化します。

ねずみ・衛生害
虫防除

ねずみ・衛生害
虫防除

委託業者による発生源対策(蚊の発生状況調
査と昆虫成長制御剤の投入)を実施する。
 ・区立公園及び周辺雨水ます(約3,000ヶ所)
 ・区道雨水ます(18,000ヶ所)
 ・谷中霊園

生活衛生課

・ねずみ・衛生害虫の相談を実施します。
ねずみ・衛生害
虫防除

ねずみ・衛生害
虫防除

区広報紙やホームページにより防除対策につ
いての情報提供を実施し、窓口や電話による相
談業務により、防除対策について支援を実施す
る。

生活衛生課

・繁華街のねずみ防除対策を実施します。
ねずみ・衛生害
虫防除

ねずみ・衛生害
虫防除

飲食店の件数が多い地域を対象に生息調査を
実施し、その結果に基づき防除対策及び夜間
ごみ排出状況調査を実施する。

生活衛生課

・犬の登録と狂犬病予防注射を徹底します。

狂犬病予防 狂犬病予防

狂犬病の発生を未然に防ぐため、狂犬病予防
法に基づき、犬の登録及び狂犬病予防注射業
務を実施する。
・時期：狂犬病予防集合注射４月、督促通知11
月
・対象：犬の登録数約7,200頭

生活衛生課

・飼い主の社会的責任を徹底します。

● 適正飼養講習会 動物愛護管理

動物の適正飼養を推進し、飼い主のマナーの
向上を図るため、犬のしつけ方教室等を開催す
る。
・時期：犬のしつけ教室6月・11月、子犬のしつ
け方講座9月、終生飼養講習会（未定）
・回数：10回

生活衛生課

区民の生活
環境が向上
するととも
に、人と動物
との共生が
図られ、区民
が健康で快
適に生活で
きるよう支援
を行います。

①住居衛生
の向上

②適正飼養
と動物愛護
の推進
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各
論

項
目

細
目

目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

・飼い主のいない猫対策を推進します。

●
【命のバトンプロジェ

クト】

地域猫活動支援
動物愛護管理

飼い主のいない猫（いわゆる野良猫）による環
境被害と猫を巡る住民同士のトラブルを防止す

るため、野良猫のＴＮＲ※や不妊去勢手術費用
の助成を行うことで地域猫活動を推進する。ま
た、適正な地域猫活動について普及啓発を行
うための講習会を開催し、地域猫ボランティア
の育成・支援を行う。
※TNR（Trap／Neuter／Return）；野良猫を捕獲し

て、不妊去勢手術をし、元の生息場所に戻すこと。

・飼い主のいない猫の不妊去勢手術費助成
　対象：飼い主のいない猫
　助成頭数：不妊手術25頭、去勢手術10頭
・地域猫申請時講習会・地域猫講演会（大会）
　回数：7回　　対象：地域猫ボランティア
　参加者数：未定

生活衛生課

・飼養放棄されたペットの遺棄や殺処分数を削
減します。

●

【命のバトンプロジェ

クト】

保護犬の譲渡推
進
飼い犬・飼い猫
の保護譲渡活動
支援

動物愛護管理

都動物愛護相談センター等から保護犬を譲り
受けた区民に対し、登録手数料免除等の支援
を行うことにより保護犬の譲渡を推進する。ま
た、区民が健康上の理由などで飼養継続困難
となった犬・猫を保護譲渡した団体に対し経費
を助成することで、殺処分の防止を図ります。
・保護犬の譲渡推進
　対象：東京都動物愛護相談センター及び東京
都譲渡対象団体から保護犬の譲渡を受けた区
民
　譲渡頭数：未定
・飼い犬・飼い猫の保護譲渡活動支援
　対象：東京都譲渡対象団体かつ事業協力団
体
　保護譲渡頭数：保護15頭、譲渡10頭

生活衛生課

③生活衛生
向上のため
の普及啓発
の推進

・食品衛生、住居衛生、動物愛護管理等の生活
衛生の各分野に関して、情報の発信や普及啓発
を推進します。

快適室内環境づ
くり
動物愛護フェス
ティバル

快適室内環境づ
くり
動物愛護管理

〇区ホームページや広報を用いて住まい方の
情報を発信する。
・広報：年２回（６月、１月）掲載。
〇上野公園にて「動物愛護フェスティバル」を
開催（年2回）し、動物愛護管理の普及啓発を
推進する。
　　時期：9月（屋内行事）、11月（屋外行事）
　（Ｒ6実績）
　　・来場者数：計10,200人

生活衛生課

区民の生活
環境が向上
するととも
に、人と動物
との共生が
図られ、区民
が健康で快
適に生活で
きるよう支援
を行います。

②適正飼養
と動物愛護
の推進

14



各
論

項
目

細
目

目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

施策４　対象者別の健康課題への取組

（１）次世代・親子の健康づくり

●
ゆりかご・たいと
う

ゆりかご・たいと
う

保健師等による妊婦への面接、育児パッケージ
の配付

保健サービス課
（浅草保健相談
センター）

●
乳児家庭全戸訪
問

乳児家庭全戸訪
問

生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を
対象に保健師等の訪問による支援

保健サービス課
（浅草保健相談
センター）

● 乳幼児健康診査 母子健康診査 乳幼児に対する健診の実施
保健サービス課
（浅草保健相談
センター）

バースデーサ
ポート

バースデーサ
ポート

2歳のお誕生日を迎える児にアンケートを送付
し、子育て状況を把握。必要者にはフォロー連
絡をし、アンケート回答者にはギフトを送り、育
児負担の軽減を図る。

保健サービス課
（浅草保健相談
センター）

● 妊婦健康診査 母子健康診査 妊婦に対する健診の実施
保健サービス課
（浅草保健相談
センター）

妊婦歯科健康診
査

母子歯科健康診
査

妊婦歯科健診（通年） 保健サービス課

出産費用助成 出産費用助成
出産の時期に助成金を支給し、経済的負担を
軽減することで、出産や育児に対する不安を払
拭し、安心して出産ができる環境を構築する。

保健サービス課
（浅草保健相談
センター）

●
ハローベビー学
級

ハローベビー学
級

妊婦およびそのパートナーを対象として、妊娠・
出産・育児等についての学級を提供し、知識及
び育児技術の普及を図る。

保健サービス課
（浅草保健相談
センター）

●
プレコンセプショ
ンケア

女性のトータル
ヘルスサポート

リーフレット配布や、公式ＨＰ等を活用した啓発
を実施。

保健サービス課

● 産後ケア 産後ケア
産後１年未満の母子に対する心身のケアやサ
ポート

保健サービス課
（浅草保健相談
センター）

●
すこやか育児相
談

すこやか育児相
談

１～３か月児の育児相談（プレママ・パパ交流会
含む）（区内２か所、各所月2回）
出張育児相談（区内６か所、各所月1回）
とことこ育児相談・子育て心理相談（区内2か
所、各所１回）

保健サービス課

①妊娠期か
ら子育て期
までの切れ
目のない支
援の充実

①親と子の
健康保持増
進を目指し
ます。

②子供のこ
ころの健康
を目指しま
す。

③親と子の
切れ目のな
い健康づくり
への支援を
目指します。

・伴走型の相談支援を実施します。（妊婦との面
接（ゆりかご・たいとう面接、妊娠後期面接）、乳
児家庭全戸訪問、乳幼児健康診査、バースデー
サポート）

・妊婦健康診査、妊婦歯科健康診査の助成、出
産費用の助成を実施します。

・妊娠、出産に関する知識の普及啓発を行いま
す。（ハローベビー学級（両親学級）、プレコンセ
プションケア）

・産後ケア、育児相談、発達相談、子育て心理相
談を実施します。
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発達相談 発達相談

発達の遅れがある児の早期発見、保護者の不
安軽減、発達の促進、発達の遅れの受容、親子
の愛着形成等が図れるよう指導・助言を行う。
発達相談（とことこ）（区内2か所、各所月1回）
発達相談（個別）（区内2か所、各所月1回）
発達相談（集団）月1回、他事業からの紹介者に
対し実施。

保健サービス課

教育相談 教育相談

臨床心理士によるカウンセリング
　本人や保護者を対象に子供の教育上のさま
ざまな悩みに関して、カウンセリングを実施。
　来所相談(予約制)
 　　月～金曜日、第2･4土曜日(除祝日)
　　 9:30～17:30
　電話相談(随時)
 　　月～金曜日、第2･4土曜日(除祝日)
　　 9:30～16:30
   ※来所･電話相談とも水曜日は18:30まで
　オンライン相談(予約制)
  　 月～金曜日、第2･4土曜日(除祝日)
　　 9:30～16:30
　１人１台端末を活用した子供の相談
　　対象　台東区立小中学校児童・生徒

教育支援館

●
こども家庭セン
ター体制強化事
業

おやこサポート・
ネットワーク

妊娠期から子育て期まで医療機関、保健、福祉
等と連携し児童虐待の発生を予防する。

保健サービス課

教育相談 教育相談

臨床心理士によるカウンセリング
　本人や保護者を対象に子供の教育上のさま
ざまな悩みに関して、カウンセリングを実施。
　来所相談(予約制)
 　　月～金曜日、第2･4土曜日(除祝日)
　　 9:30～17:30
　電話相談(随時)
 　　月～金曜日、第2･4土曜日(除祝日)
　　 9:30～16:30
   ※来所･電話相談とも水曜日は18:30まで
　オンライン相談(予約制)
  　 月～金曜日、第2･4土曜日(除祝日)
　　 9:30～16:30
　１人１台端末を活用した子供の相談
　　対象　台東区立小中学校児童・生徒

教育支援館

・育児相談、子育て心理相談、MCGを実施しま
す。

●
要保護児童支援
ネットワーク（あ
おい空）

要保護児童支援
ネットワーク

保護者の育児不安を解消するためのグループ
ミーティング
（22回）
  対象　育児不安のある母親
  場所　日本堤子ども家庭支援センター

子ども家庭支援
センター

①妊娠期か
ら子育て期
までの切れ
目のない支
援の充実

①親と子の
健康保持増
進を目指し
ます。

②子供のこ
ころの健康
を目指しま
す。

③親と子の
切れ目のな
い健康づくり
への支援を
目指します。

②地域ぐる
みの子育て
基盤強化に
よる育児不
安の軽減と
児童虐待の
防止

・産後ケア、育児相談、発達相談、子育て心理相
談を実施します。

・医療機関等の関係機関との連携を強化しま
す。
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● 家庭教育学級 家庭教育の振興

保育園・こども園・幼稚園、小学校・中学校ＰＴ
Ａを対象とした家庭教育学級等（42会場）での
グループ学習を通じ、親同志のつながりを深
め、育児不安の軽減や孤立化の防止に努める。
（通年）
実施方法　集合型・オンライン・書面配付

生涯学習課

●
乳幼児家庭教育
学級

家庭教育の振興

乳幼児をもつ親・保護者同士が、身近な地域の
中で交流を深め、学習をしていく場として「乳幼
児家庭教育学級」を団体に委託して実施する。
　対象　　0～3歳までの乳幼児をもつ親と子
　時期　　10～2月（１学級）
　実施方法　集合型・オンライン
他、生涯学習課主催で乳幼児をもつ親を対象
とした講座を実施予定。

生涯学習課

●
家庭教育支援者
養成講座

家庭教育の振興

子育て中の親の身近な相談者として、育児不
安を軽減したり、共助の立場で支援する者を養
成し、地域ぐるみの子育て基盤を強化する。ま
た、親同士をつないで、子育ての孤立化を防止
する。

　対象　　家庭教育・子育て支援に関心がある
　　　　　　区内在住・在勤者他
　回数　　8回
　実施方法　集合型・オンライン

生涯学習課

・子ども家庭支援センター、児童館等の活用によ
る地域の交流を促進します。

●

日本堤子ども家
庭支援センター
台東子ども家庭
支援センター
寿子ども家庭支
援センター
谷中子ども家庭
支援センター

子ども家庭支援
センター運営

あそびひろば　　　　  ４センター
計46,103人
親子遊びプログラム　４センター　  計528回

子ども家庭支援
センター

・父子健康手帳、マタニティキーホルダー等の活
用により妊娠、出産環境を改善します。

マタニティキーホ
ルダーの配付

母子健康診査
父子健康手帳、マタニティキーホルダー等の配
布

保健サービス課
（浅草保健相談
センター）

●
要保護児童支援
ネットワーク

要保護児童支援
ネットワーク

要保護児童に対して関係機関の緊密な連携に
より、子供と家庭を的確に支援する。
  代表者会議(1回/年)、実務者会議（1回/
月）、関係者会議（随時）

子ども家庭支援
センター

こども家庭相談
支援（こども家庭
センター）

こども家庭相談
支援

合同ケース回議（3回/月） 子ども家庭支援
センター

①親と子の
健康保持増
進を目指し
ます。

②子供のこ
ころの健康
を目指しま
す。

③親と子の
切れ目のな
い健康づくり
への支援を
目指します。

②地域ぐる
みの子育て
基盤強化に
よる育児不
安の軽減と
児童虐待の
防止

・合同ケース会議 、要保護児童支援ネットワーク
等により連携を強化します。
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・適切な生活習慣（食習慣・運動習慣・休養）を
培うための啓発を行います。

●

・小児生活習慣病予防健診を実施します。
●

・小・中学生に対する喫煙防止教育を実施しま
す。

● たばこ対策推進 たばこ対策推進

小中学校において、小学６年生、中学２・３年生
を対象とした喫煙防止教育を実施。
令和７年度は上野小、桜橋中、忍岡小、千束
小、大正小、東浅草小、田原小、富士小、金竜
小、金曽木小、松葉小、駒形中の１２校を予定。

保健サービス課

教育相談連携訪
問

教育相談

区立小・中学校を訪問して、スクールカウンセ
ラーの専門性を生かした学校教育相談の体制
づくりや、教育相談室との適切な連携について
の協議や情報交換を行う。
また私立を含む幼稚園・保育園・こども園に対
しては、教育相談員が園児の観察を通じた助
言を行う。

教育支援館

●
スクールカウンセ
ラー

小学校スクール
カウンセラー
中学校スクール
カウンセラー

区立小中学校にスクールカウンセラーを配置
し、児童・生徒へのカウンセリング、教職員・保
護者への指導助言や教育相談を行い、いじめ
や不登校等の問題解決及び早期発見に努め
る。
  配置体制　　小学校1校あたり週2日
　　　　　　　　　　（年間616時間）
　　　　　 　　　 中学校1校あたり週1日
　　　　　　　　　　（年間308時間）
　　　　　　　　　1日７時間配置

指導課

教育相談連携訪
問

教育相談

区立小・中学校を訪問して、スクールカウンセ
ラーの専門性を生かした学校教育相談の体制
づくりや、教育相談室との適切な連携について
の協議や情報交換を行う。
また私立を含む幼稚園・保育園・こども園に対
しては、教育相談員が園児の観察を通じた助
言を行う。

教育支援館

小・中学生の生活習慣病を早期に予防するた
め健康診断を実施し、食事や運動などの生活
習慣を改善する。

対象：①小学4年生及び中学１年生の希望者
　　　　②前年度または前々年度の健診で「要
　　　　　 医療」、「要経過観察」の判定を受け
　　　　　 た児童・生徒
時期：7月19日～10月31日

学務課
小児生活習慣病
予防健診

小学校小児生活
習慣病予防健
診・中学校小児
生活習慣病予防
健診

③児童・生
徒の健康づ
くり

①親と子の
健康保持増
進を目指し
ます。

②子供のこ
ころの健康
を目指しま
す。

③親と子の
切れ目のな
い健康づくり
への支援を
目指します。

・学校やスクールカウンセラー、教育相談機関に
よるカウンセリングを実施します。

・学校、相談機関、医療機関等との連携を強化し
ます。
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●
スクールカウンセ
ラー

小学校スクール
カウンセラー
中学校スクール
カウンセラー

区立小中学校にスクールカウンセラーを配置
し、児童・生徒へのカウンセリング、教職員・保
護者への指導助言や教育相談を行い、いじめ
や不登校等の問題解決及び早期発見に努め
る。
  配置体制　　小学校1校あたり週2日
　　　　　　　　　　（年間616時間）
　　　　　 　　　 中学校1校あたり週1日
　　　　　　　　　　（年間308時間）
　　　　　　　　　1日７時間配置

指導課

薬物乱用防止教
室

各小・中学校において、体育「保健領域」や特別
活動「学級活動」の授業中に全校が実施する。
また、授業とは別にセーフティ教室等を開催す
る学校もある。

指導課

（２）青壮年期（就労世代）の人の健康づくり

●
特定健康診査・
特定保健指導

特定健康診査・
特定保健指導

・受診票到着確認はがきの送付 （6月、8月、
10月）
　40歳国保加入者　約750名
　41歳以上国保加入者　約29,000名

国民健康保険
課

● 総合健康診査 総合健康診査
受診勧奨通知の送付 （5月、7月、9月）
　受診案内に、健診の重要性についてのコラム
を掲載し、健康講座等情報の発信を行う。

保健サービス課

健康総合相談 健康総合相談
生活習慣に関する相談（随時）
　   所内面接、電話相談等
　　 家庭訪問による健康相談

保健サービス課

こころの健康相
談

こころの健康相
談

心の健康相談（毎月）
　   精神科医による相談
　　 会場：台東保健所、浅草保健相談センター

保健予防課

・歯科基本健康診査の受診勧奨及び歯周病予
防の正しい知識の普及を行います。 ●

歯科基本健康診
査

歯科基本健康診
査

歯科基本健康診査（通年/20歳は10月から3
月）
   対象　20・30・35・40～55・60・65・70・
　　　　　 75・80・85歳の区民
歯科基本健康診査ニュースレター送付（通年）

保健サービス課

・健康診断や健康づくり情報のメールマガジンを
配信します。

たいとうヘルスケ
アニュース

たいとうメールマガジン「たいとうヘルスケア
ニュース」配信

保健サービス課

・日常生活における歩数の増加への支援を行い
ます。

●
ICTを活用した
健康づくり活動
支援

ICTを活用した
健康づくり活動
支援

ウォーキングや健康に関する講演会への参加と
いったさまざまな健康活動のきっかけづくり、行
動・意識変容
による健康改善とその改善行動の継続支援を
目的とした、健康管理機能等を実装したアプリ
を導入・運用する。

保健サービス課

・身近でできる運動や健康体操についての情報
発信を行います。

健康総合相談 健康総合相談
各種健康イベントでウォーキングを勧めるチラ
シを配布。公式ＨＰ等を活用した啓発を実施。

保健サービス課

①青壮年期
の人の健康
診断受診率
向上と健康
相談の取組

③児童・生
徒の健康づ
くり

①親と子の
健康保持増
進を目指し
ます。

②子供のこ
ころの健康
を目指しま
す。

③親と子の
切れ目のな
い健康づくり
への支援を
目指します。

①健康診断
を受ける人
を増やしま
す。

②メタボリッ
クシンドロー
ムの該当者
及び予備群
を減らしま
す。
【重点】

③適正体重
を維持して
いる人を増
やします。

②身近でで
きる気軽な
運動への取
組

・総合健康診査受診票発送時の受診勧奨、健康
講座情報の発信を行います。

・学校、相談機関、医療機関等との連携を強化し
ます。

・健康相談、こころの健康相談を実施します。
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各
論

項
目

細
目

目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

●
健康づくり啓発
推進

健康づくり啓発
推進

ウォーキングマップ印刷（隔年） 保健サービス課

台東区スポーツ
ガイドマップ

体育団体指導育
成

区内のスポーツ施設や運動ができる場所、ま
た、スポーツイベントなどスポーツに関する情報
をわかりやすく提供し、区民がいつでもスポー
ツに親しむことができるように活用してもらう。
令和７年度発行予定

スポーツ振興課

・健康推進委員開催のウォーキングイベントの周
知を行います。

健康総合相談 健康総合相談 各地区ごとに町会等でポスターやチラシを配布 保健サービス課

・出前講座、栄養相談の充実を図ります。 ● 食生活支援 食生活支援
栄養相談　36回
栄養出前講座　随時

保健サービス課

・適正飲酒についての情報発信を行います。 健康総合相談 健康総合相談
リーフレット配布や、公式ＨＰ等を活用した啓発
を実施。

保健サービス課

・健康増進普及月間及び食生活改善普及月間
において、パネル展示等による普及啓発を行い
ます。

●
健康総合相談
食生活支援

健康総合相談
食生活支援

健康増進普及月間・食生活改善普及運動（9
月）
内容：パネル展示、資料配布、ポスター掲示、
メールマガジン配信

保健サービス課

（３）高齢者の健康づくりとフレイル予防の推進

生活機能向上重
点プログラム

生活機能向上重
点プログラム

介護予防・生活支援サービス事業として、運動
器機能向上、口腔機能向上、栄養改善を一体
的に行う複合型プログラム及び転倒予防の個
別指導を実施。
　 対象　要支援認定者及び事業対象者
　 内容　複合型プログラム（水中運動）
　　　　      4・9・12月開始　1教室24回
　　       転倒予防（個別指導）
              通年  1人につき最大24回

高齢福祉課

●
高齢者はつらつ
トレーニング

高齢者の健康づ
くり

トレーニングマシンを使った運動教室
高齢者はつらつトレーニング   週1回(全10回)
　区民館(区内7か所)
　　　10回1クールとして3クール実施
　上野健康増進センター
　　　10回1クールとして４クール実施
　千束健康増進センター
　　　10回1クールとして2クール実施

高齢福祉課

①健康診断
を受ける人
を増やしま
す。

②メタボリッ
クシンドロー
ムの該当者
及び予備群
を減らしま
す。
【重点】

③適正体重
を維持して
いる人を増
やします。

①区民の主
体的な健康
づくりの推
進

②身近でで
きる気軽な
運動への取
組

③生活習慣
病を予防す
るための取
組

高齢者がい
きいきと安
心して自立
した生活を
続けられる
まちを目指し
ます。

・区内ウォーキングマップ、区内運動施設や運動
教室等の情報提供をします。

・個人の介護予防の取組を支援するための運動
教室等を実施します。
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各
論

項
目

細
目

目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

●
高齢者の健康づ
くり

高齢者の健康づ
くり

ふれあい介護予防教室
区民館等の地域の身近な会場で転倒予防体操
や健康ミニ講座、交流等を実施
７会場（93回）

高齢者の健康づくり教室
尿もれ予防教室（１回）
男性高齢者向け教室（１２回）
フレイルチェック（１１回）
フレイル予防教室（１回）

うんどう教室
健康遊具を活用したうんどう教室を実施
体力測定会１回、うんどう教室２４回

高齢福祉課

・低栄養防止・生活習慣病等の重症化予防のた
めの支援を行います。

高齢者の健康づ
くり

高齢者の健康づ
くり

ふれあい介護予防教室での健康ミニ講座の実
施
低栄養予防　７会場（７回）
口腔ケア　７会場（７回）

高齢福祉課

・口腔機能の維持のための普及啓発を行いま
す。

歯科衛生相談
歯科基本健康診
査

歯科衛生相談
歯科基本健康診
査

歯と口の健康週間（６月）での普及啓発
歯科基本健康診査（後期高齢者）での普及啓
発
ニュースレター送付

保健サービス課

・栄養相談や専門職による出張講座を実施しま
す。

● 食生活支援 食生活支援
栄養相談　36回
栄養出前講座　随時

保健サービス課

・介護予防に関する知識の普及啓発のための情
報発信・冊子類を発行します。

● 介護予防啓発 介護予防啓発

介護予防啓発に関するイベント情報など掲載し
た冊子の配布　６，０００部
介護予防啓発紙の発行（２回）　各４０，０００部
介護予防リーフレットの発行　２，０００部
介護予防ＤＶＤの配布
ＣＡＴＶ介護予防番組の制作・放映　１番組

高齢福祉課

●
特定健康診査・
特定保健指導

特定健康診査・
特定保健指導

・総合健康診査（6～1月）
　健康増進法に基づいた健康診査
　対象：40歳以上の国民健康保険及び後期高
齢者医療制度加入者

国民健康保険
課

●
総合健康診査
歯科基本健康診
査

総合健康診査
歯科基本健康診
査

総合健康診査（6～1月）
　健康増進法に基づいた健康診査
　対象　40歳以上の国民健康保険及び後期高
齢者医療制度加入者、生活保護受給者
歯科基本健康診査（通年/20歳は10月から3
月）
   対象　20・30・35・40～55・60・65・70・
75・80・85歳の区民

保健サービス課

①区民の主
体的な健康
づくりの推
進

高齢者がい
きいきと安
心して自立
した生活を
続けられる
まちを目指し
ます。

・総合健康診査や歯科基本健康診査の実施と受
診勧奨を行います。

・個人の介護予防の取組を支援するための運動
教室等を実施します。
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各
論

項
目

細
目

目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

・ICTを活用した介護予防活動を支援します。

●
ＩＣＴを活用した
介護予防活動支
援

ＩＣＴを活用した
介護予防活動支
援

スマホアプリを活用した運動習慣化の為のオン
ライングループの立ち上げ支援、および活動サ
ポートを行い、仲間との交流による高齢者の運
動習慣の定着を図る。

スマホアプリを活用したオンライングループ立ち
上げ支援の講座（８回）

高齢福祉課

・個人の心身の状態を把握するためのフレイル
チェックを実施します。

● フレイルチェック
高齢者の健康づ
くり

質問票と機器測定によりフレイルの兆候の測
定・評価を行う。（１１回）

高齢福祉課

・認知症を早期発見するための認知症検診を実
施します。

● ● 認知症検診
認知症高齢者支
援の推進

・６５歳、７０歳、７５歳、８０歳を対象に、「自分で
できる認知症の気づきチェックリスト」等を送付
し、該当者に認知症検診を受診してもらう。
・実施期間は、令和７年１２月から令和８年３月
予定。

高齢福祉課

・骨粗しょう症予防の周知啓発及び骨密度測定
を実施します。 健康セルフチェッ

ク支援
健康セルフチェッ
ク支援

内容：骨密度ほか血管年齢等の測定及び結果
説明と助言
実施時期・回数：4～6月、9～3月の月1回実施
対象者：国民健康保険又は後期高齢者医療制
度加入者

国民健康保険
課

●
高齢者の保健事
業と介護予防の
一体的実施

医療連携推進
糖尿病重症化予
防事業（後期）
食生活支援
高齢者の健康づ
くり
介護予防啓発
地域による介護
予防活動への支
援

○高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実
施に係る協議会の開催（１回）

〇ハイリスクアプローチ
・「低栄養防止事業」
　総合健康診査の結果から、低栄養のおそれの
ある後期高齢者に対して、管理栄養士が個別
面談（１人2回）及び電話相談（１人１回）を実施。
・「糖尿病重症化予防事業」
　後期高齢者加入者で総合健康診査の結果、
ヘモグロビンA1c8.0以上の対象者に保健師
等の医療専門職が個別面談（1人4回）を実施。

〇ポピュレーションアプローチ（KDBのデータ
を関連する介護予防事業に活用）
　通いの場等において、フレイル予防などの健
康教育・健康相談を実施。また、フレイル状態に
ある高齢者に対し、保健指導や生活機能向上
に向けた支援等を実施する他、高齢者の健康
に関する相談や不安等について気軽に相談が
行える環境づくりを行う。
　※事業内容は各欄参照：「高齢者の健康づく
り」、「介護予防啓発」、「地域による介護予防活
動への支援」

健康課
国民健康保険
課
保健サービス課
高齢福祉課

①区民の主
体的な健康
づくりの推
進

高齢者がい
きいきと安
心して自立
した生活を
続けられる
まちを目指し
ます。

・後期高齢者の保健事業と介護予防の一体的な
取組により、心身の多様な課題を把握し、きめ細
かな支援を実施します。
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各
論

項
目

細
目

目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

・地域ボランティアの養成及び支援を行います。

●
地域による介護
予防活動への支
援

地域による介護
予防活動への支
援

ころばぬ先の健康体操サポーター養成
介護予防のための転倒予防体操等を区内に広
めることを目的とした区民ボランティアを養成す
る
新規養成講座（随時）
フレイルサポーター養成
新規養成講座（１回）

高齢福祉課

・通いの場活動に対する立上げ・運営の支援を
行います。

●
地域による介護
予防活動への支
援

地域による介護
予防活動への支
援

住民主体の通いの場づくり
新規立ち上げ支援、グループへの出前講座の
実施
グループ支援（随時）

通いの場活動団体助成
介護予防に資する活動を行う区内団体に対す
る活動費等の補助（４団体）

高齢福祉課

・シニアクラブ活動の支援を行います。

シニアクラブ活
動支援

シニアクラブ活動
支援

社会奉仕活動、生きがいを高める活動、健康を
進める活動などを行う地域で自主的に組織さ
れたシニアクラブ（老人クラブ）に対し、運営費
を助成するなどその活動を支援し、高齢者福祉
の向上をはかる。
  単位クラブ助成　　　　　９１クラブ（見込）
　園芸事業（花苗配付）　2回（4月・９月）
　輪投げ大会開催　       1回（12月）
　広報紙「朗友」の発行　 2回（8月・1月）
　功績者感謝状贈呈　    25人（見込）
　健康教室事業助成
　  台東区シニアクラブ連合会実施の健康講
　　演会・軽スポーツ講習会への助成

健康課

・認知症サポーターを養成します。
●

認知症サポー
ター養成

認知症サポー
ター養成

認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域
で認知症のある方やその家族に対して、できる
範囲で手助けをするサポーターを養成する。

高齢福祉課

・地域全体における見守り体制を充実します。

●
高齢者地域見守
りネットワーク

高齢者地域見守
りネットワーク

見守りネットワーク連絡会の開催
　　全体会（１回）、地区連絡会（１４回）
見守りネットワーク研修会の開催（１回）
季刊誌「高齢者地域見守りネットワーク通信」の
発行（４回）

高齢福祉課

②地域で支
えあう健康
づくりの推
進

③地域にお
けるネット
ワークづく
り

高齢者がい
きいきと安
心して自立
した生活を
続けられる
まちを目指し
ます。
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各
論

項
目

細
目

目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

（４）女性の生涯を通じた健康づくり

・女性のライフステージに応じた普及啓発、健康
教育、健康相談を実施します。

●
女性のトータル
ヘルスサポート
食生活支援

女性のトータル
ヘルスサポート
食生活支援

・リーフレット配布
・子宮頸がん検診対象者(20～38歳偶数年
齢）に送付
・女性の健康週間での普及啓発（3月）
・女性のための健康相談（１２回／年）医師によ
るリモートでの相談対応
・未就学児を持つ女性への健診勧奨
・公式HP、Ｘ、LINE等での啓発の充実

保健サービス課

・適正体重についての啓発をします。
●

女性のトータル
ヘルスサポート
食生活支援

女性のトータル
ヘルスサポート
食生活支援

リーフレット配布や、公式ＨＰ等を活用した啓発
を実施。

保健サービス課

・飲酒及び喫煙の健康への影響についての普及
啓発を行います。

●
女性のトータル
ヘルスサポート

女性のトータル
ヘルスサポート

リーフレット配布や、公式ＨＰ等を活用した啓発
を実施。

保健サービス課

・乳がん、子宮頸がんに関する知識の普及と予
防の啓発を行います。

●
女性のトータル
ヘルスサポート

女性のトータル
ヘルスサポート

・キャンペーンの実施
・乳がん予防月間キャンペーン（10月）
・女性の健康週間でのキャンペーン（3月）
・ブレスト・アウェアネス啓発媒体、リーフレット
配布
・健康づくり講座の実施
・公式ＨＰ等を活用した啓発を実施。

保健サービス課

●
高齢者の保健事
業と介護予防の
一体的実施

医療連携推進
糖尿病重症化予
防事業（後期）
食生活支援
高齢者の健康づ
くり
介護予防啓発
地域による介護
予防活動への支
援

○高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実
施に係る協議会の開催（１回）

〇ハイリスクアプローチ
・「低栄養防止事業」
　総合健康診査の結果から、低栄養のおそれの
ある後期高齢者に対して、管理栄養士が個別
面談（１人2回）及び電話相談（１人１回）を実施。
・「糖尿病重症化予防事業」
　後期高齢者加入者で総合健康診査の結果、
ヘモグロビンA1c8.0以上の対象者に保健師
等の医療専門職が個別面談（1人4回）を実施。

〇ポピュレーションアプローチ（KDBのデータ
を関連する介護予防事業に活用）
　通いの場等において、フレイル予防などの健
康教育・健康相談を実施。また、フレイル状態に
ある高齢者に対し、保健指導や生活機能向上
に向けた支援等を実施する他、高齢者の健康
に関する相談や不安等について気軽に相談が
行える環境づくりを行う。
　※事業内容は各欄参照：「高齢者の健康づく
り」、「介護予防啓発」、「地域による介護予防活
動への支援」

健康課
国民健康保険
課
保健サービス課
高齢福祉課

①生涯を通
じた健康づ
くりのため
の啓発の推
進

②女性に特
有の疾病等
への対策

①女性に特
有のがん対
策の充実を
図ります。
【重点】

②女性のラ
イフステージ
に応じた取
組を通じて、
自分自身の
からだに関
心を持ち、自
らの健康を
維持促進し
ていくことを
目指します。

③地域にお
けるネット
ワークづく
り

高齢者がい
きいきと安
心して自立
した生活を
続けられる
まちを目指し
ます。

・医療・介護等の支援ネットワークを構築します。
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項
目

細
目

目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

・乳がん、子宮頸がん検診の受診率向上のため
の啓発を行います。

●
女性のトータル
ヘルスサポート

女性のトータル
ヘルスサポート

・キャンペーンの実施
・乳がん予防月間キャンペーン（10月）
・女性の健康週間でのキャンペーン（3月）
・ブレスト・アウェアネス啓発媒体、リーフレット
配布
・健康づくり講座の実施
・公式ＨＰ等を活用した啓発を実施。

保健サービス課

定期予防接種 予防接種
予防接種法に基づき、中学1年女子を対象に予
診票を送付・周知するとともに、未接種の高校1
年女子に対して接種勧奨を行う。

保健予防課

●
女性のトータル
ヘルスサポート

女性のトータル
ヘルスサポート

子宮頸がんのリーフレットをキャンペーン時や
窓口にて配布し、啓発。

保健サービス課

・健康診断受診の必要性の周知を行います。 ●
女性のトータル
ヘルスサポート

女性のトータル
ヘルスサポート

乳幼児健診、各キャンペーン等でのリーフレット
配布や、健康づくりに関する講座にて啓発。

保健サービス課

・女性特有の疾病についての健康教育を行いま
す。

●
女性のトータル
ヘルスサポート

女性のトータル
ヘルスサポート

乳がん予防月間（10月）や女性の健康週間（3
月）にて、健康づくりに関する講座を育児相談
や健康推進委員地区連絡会にて実施。

保健サービス課

・産婦人科医師による女性のための健康相談を
実施します。 ●

女性のための健
康相談

女性のトータル
ヘルスサポート

区内在住、在勤、在学の女性を対象に、1回/月
産婦人科医師による個別相談を実施。チラシや
ホームページにて周知。

保健サービス課

②女性に特
有の疾病等
への対策

①女性に特
有のがん対
策の充実を
図ります。
【重点】

②女性のラ
イフステージ
に応じた取
組を通じて、
自分自身の
からだに関
心を持ち、自
らの健康を
維持促進し
ていくことを
目指します。

・子宮頸がん予防のため、HPV（ヒトパピローマ
ウイルス）ワクチン接種を推進します。
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論
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目

細
目

目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課

基本目標２　地域保健の着実な展開

施策１　健康危機管理体制の推進

・新興感染症や大規模食中毒など、健康危機発
生時において迅速かつ的確な対応が取れるよ
う、関係機関との協力体制を確保し、医療機関
等と連携した模擬訓練を実施します。

●
健康危機管理体
制整備

保健所運営
健康危機管理連絡協議会の開催（２回）
健康危機管理対応訓練の実施（３回）

生活衛生課

・健康危機管理関係の計画・マニュアル等を整
備・充実します。 　

新興感染症等対
策

保健所運営

〇国、都の「新型インフルエンザ等対策行動計
画」の改定を受け、区の行動計画の改定作業を
行う。
〇「健康危機対処計画（感染症編）・感染症予
防計画」の運用と内容の検討を行う。

生活衛生課

・健康危機に対する日常の備えや予防対策など
について、普及啓発を図ります。 ●

新興感染症等対
策

患者発生時防疫
措置

必要に応じて区広報紙、ホームページ等によ
り、感染予防対策や感染した時の対応等につ
いて周知・啓発を行う。

保健予防課

・食品の安全を確保し、区民や来街者の健康の
保護を図るため、食中毒の発生予防や施設の清
潔保持、原材料の管理状況等について、食中毒
の発生状況や発生時期等を考慮した効果的な
監視指導を実施します。

●
食品衛生監視指
導

食品衛生監視指
導

台東区食品衛生監視指導計画に基づき、統計
的に食中毒の発生が多い業種に一斉監視指導
を実施する。
 ・重点監視施設一斉監視（２５回）

生活衛生課

・区民から寄せられた食品への異物混入などの
苦情や相談に対して、迅速に調査し原因を究明
し、食中毒や苦情の原因となった事業者に対し
ては、再発防止のための改善指導を徹底しま
す。

食品衛生監視指
導

食品衛生監視指
導

（Ｒ６実績）
　・苦情処理（１８８件）

生活衛生課

・食品の安全向上の理解を深めるため、区民・食
品等事業者・行政間での情報及び意見交換を
行います。

●
食品安全情報の
提供

食品安全情報の
提供

意見交換会（３回） 生活衛生課

・旅館業等の環境衛生関係施設について、施設
利用者の安全確保を図るため、理化学検査の結
果等に基づいた効率的で効果的な重点監視指
導を実施するとともに、レジオネラ属菌等の感染
症発生防止対策を徹底します。

環境衛生監視指
導

環境衛生監視指
導

〇理化学検査の結果等に基づいた効率的で効
果的な重点監視指導を実施し､環境衛生関係
施設の衛生管理の向上を図る｡
  ・監視指導数　 1,200件
〇公衆浴場・旅館業の循環式浴槽等のレジオ
ネラ属菌の検査を実施し、レジオネラ属菌に起
因する感染症発生防止対策の徹底を図る。
　・レジオネラ属菌検査数　７０件

生活衛生課

・所有者・管理者による施設の衛生管理の向上
を図るため、建築物衛生法該当施設の維持管理
に関する正しい知識の普及啓発や衛生指導を
行います。

環境衛生監視指
導

環境衛生監視指
導

書類審査や室内環境測定を行うとともに、建築
確認申請時における事前審査を行うことによ
り、ビルの環境衛生の向上を図る。
 ・講習会実施時期　　　秋季
 ・立入検査実施時期　 夏季・冬季（4０件）

生活衛生課

具体的な取り組み

①平時から
感染症や食
中毒の発生
が予防され
て、健康や医
療の安全が
維持されて
いるととも
に、新興感
染症等によ
る健康危機
が発生した
際に、区民の
生命と健康
を守るため
の迅速に対
応できる体
制を整備し
ます。
【重点】

②熱中症に
関する知識
の普及と予
防の周知・
啓発により、
対策の充実
を図ります。

①健康危機
管理体制の
充実

②食品安全
確保体制の
充実

③環境衛生
関係施設の
安全確保体
制の充実
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細
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目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

・区民や消費者等の健康被害防止を図るため、
診療所、薬局等の医療機関に対し、有資格者の
勤務状況を考慮した効果的な監視を実施し、医
療安全と適正な医薬品等の販売体制の確保に
取り組みます。 医薬品等監視指

導
医薬品等監視指
導

〇許認可の新規や更新申請の際に、書類審査
及び有資格者の管理体制を実地検査し、医療
安全の確保を図る。

〇薬局や薬店に対して、営業時間や販売する
医薬品、資格者の勤務体制を考慮した効果的
な一斉監視指導を実施し、適切な医薬品の販
売体制の徹底を図る
　・立入検査実施時期　　7月‐１２月

生活衛生課

・漏出や盗難等による重大な事件や事故を防止
するため、毒物、劇物を取り扱う事業者に対し、
適正な保管管理がなされるよう徹底して監視指
導に取り組みます。

医薬品等監視指
導

医薬品等監視指
導

シアン化合物、トルエン、爆発性物質事業者に
対して、薬品管理の監視指導を行い、適正な保
管管理の徹底を行う
　・立入検査実施時期　 6月‐７月、10月‐11月

生活衛生課

・東京都や医師会・歯科医師会・薬剤師会等と
連携し、医療機関と患者の信頼関係の構築を支
援するための相談、助言を行います。

●
医療安全確保体
制整備

医療安全確保体
制整備

医療安全推進協議会の開催
　・開催時期　冬季

生活衛生課

● 熱中症対策
広報たいとう、区公式Ｘ等の媒体を通じて、熱
中症予防行動・発症時の対応に関する知識の
普及啓発を実施。

保健サービス課

● 夏季熱中症対策

・高齢者地域見
守りネットワーク
・高齢者総合相
談

ひとり暮らし高齢者や見守り対象者を中心に、
飲料水や啓発物品を配付し、注意喚起を行う。
また、季刊誌や広報たいとう、HPなどで熱中症
予防の周知・啓発。

高齢福祉課

・一時的に暑さをしのぐための場所として、冷房
が効いた公共施設や協力薬局等の一角を「涼み
処」として開設し、区民等に利用を呼びかけま
す。

● 涼み処
区有施設省エネ
推進

実施時期（開放期間）
原則4/23～10/22（一部例外あり）

環境課

・「熱中症特別警戒アラート」が発表された場合
は、公共施設の「涼み処」を「クーリングシェル
ター（指定暑熱避難施設）」として開放します。

●
クーリングシェル
ター

区有施設省エネ
推進

実施時期（開放する可能性がある期間）
4/23～10/22

環境課

・地域包括支援センターや高齢者地域見守り
ネットワーク関係協力機関と連携し、高齢者の地
域における見守り体制の充実を図ります。

● 夏季熱中症対策

・高齢者地域見
守りネットワーク
・高齢者総合相
談

地域包括支援センターや関係協力機関と連携
し、日常業務の範囲内で高齢者に対して緩や
かな見守りや声かけを行い、夏季に関しては、
熱中症予防の情報共有や注意喚起に努めてい
る。

高齢福祉課

①平時から
感染症や食
中毒の発生
が予防され
て、健康や医
療の安全が
維持されて
いるととも
に、新興感
染症等によ
る健康危機
が発生した
際に、区民の
生命と健康
を守るため
の迅速に対
応できる体
制を整備し
ます。
【重点】

②熱中症に
関する知識
の普及と予
防の周知・
啓発により、
対策の充実
を図ります。

④医療安全
確保体制の
充実

⑤熱中症予
防対策の充
実

・啓発物品やSNS等の媒体を活用し、熱中症予
防の周知・啓発を図ります。
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細
目

目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

施策２　感染症予防・拡大防止の取組

・感染症の発症に関する情報と予防策を区公式
ホームページ等でわかりやすく発信します。 ● 感染症対策

患者発生時防疫
措置

感染症の予防策を区ＨＰに掲載するとともに、
特に流行している感染症については、新たにＨ
Ｐを作成し、予防策等について周知啓発を図る

保健予防課

・社会福祉施設等での季節性インフルエンザや
感染性胃腸炎（ノロウイルスなど）等の予防とま
ん延防止のため、社会福祉施設職員等に感染
症予防策の周知と指導を行います。

● 感染症対策
患者発生時防疫
措置

社会福祉施設に対し、季節性インフルエンザや
感染性胃腸炎（ノロウイルスなど）の予防リーフ
レットを送付するとともに、必要に応じて感染予
防の指導を行う。

保健予防課

・新興感染症・再興感染症等の発生に備え、国
や東京都、関係団体等と連携した健康危機管理
体制整備を推進します。

● 感染症対策
患者発生時防疫
措置

東京都が開催する感染症対策連携協議会等に
参加し、平時から関係機関と意見交換や必要
な調整等を通じ、連携を強化する。

保健予防課

・定期予防接種に関する普及啓発及び未接種者
に対する接種を促進します。

定期予防接種 予防接種
予防接種法に基づき、接種時期に合わせて対
象者宛に予診票を送付・周知するとともに、未
接種者に対して接種勧奨を行う。

保健予防課

任意予防接種
おたふくかぜ予
防接種費助成

おたふくかぜ予防接種費用の一部を助成する。
対象者　満１歳から就学前までのお子さん
助成額　1回３,５００円　助成回数 2回

保健予防課

任意予防接種
小児インフルエン
ザワクチン接種
費助成

小児インフルエンザ予防接種費用の一部を助
成する。
対象者　6カ月から中学3年までのお子さん
助成額　1回2,300円　助成回数 2回（13歳以
上は1回）

保健予防課

任意予防接種 風しん対策

19歳以上の妊娠を希望する女性とその同居者
を対象に、風しん抗体検査費用を助成するとと
もに、検査の結果、抗体値の低い場合は風しん
予防接種費用を助成する

保健予防課

任意予防接種
HPVワクチン男
性接種費助成

男性のHPVワクチンの予防接種費用を助成す
る
対象者　小学6年から高校1年相当の男性
助成額　全額助成　助成回数 3回

保健予防課

・接触者健診等により感染者の早期発見・早期
治療につなげ、感染拡大防止を図ります。

接触者検診・管
理健診

結核患者の登
録・指導

結核患者の家族や同僚等に対し健診を実施
し、結核の感染拡大防止を図る（随時）

保健予防課

・デインジャーグループに対し知識の普及啓発を
行い、感染症の発生を予防します。

●
デインジャーグ
ループ講演会

結核重点対象者
対策

発病した場合に集団感染を起こしやすい教職
員・社会福祉施設職員（デインジャーグループ）
などに対し、結核の講演会を実施
令和７年度は教育関係者、医療従事者向けに
講演会を実施予定（2回）

保健予防課

・おたふくかぜや小児インフルエンザワクチン等、
一部任意予防接種の費用を助成します。

①感染症予
防・まん延
防止の取組

①感染症対
策の普及啓
発を行い、
区民一人ひ
とりが感染
症の正しい
知識を身に
つけ、感染
症予防とま
ん延防止を
図ります。

②結核患者
の早期発見
と治療の完
遂を図り、結
核罹患率の
減少に取り
組みます。
【重点】

③HIV・梅毒
の検査を実
施し、感染者
の早期発
見、早期治
療につなげ
ます。

②結核対策
の取組
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目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

・住所不定者や日本語学校に対する結核検診を
継続的に実施（重点対象者結核対策）します。

●
結核重点対象者
対策

結核重点対象者
対策

検診の機会が少ない住所不定者、日本語学校
に通う外国人を対象とした検診などを下記のと
おり実施予定
早朝検診                          2回
路上生活者検診(上野公園)  2回
日本語学校検診                11回

保健予防課

・DOTS実施により、結核患者の多剤耐性結核
の発病の防止と治療の完遂を図ります。

ＤＯＴＳ
結核患者の登
録・指導

治療の失敗や脱落を防止し、結核の再発や薬
剤耐性菌の出現を防ぐため、結核治療をしてい
る全ての方に対し、服薬支援を行う（随時）

保健予防課

・BCG接種を推進し、乳幼児の重症化予防に努
めます。

定期予防接種 予防接種
予防接種法に基づき、生後4カ月の対象者に予
診票を送付・周知するとともに、未接種者に対
して接種勧奨を行う。

保健予防課

・パネル展やリーフレットによる正しい知識の普
及啓発を行い、偏見や差別の解消を図ります。

エイズ予防キャン
ペーン

エイズ・性感染症
対策

ＨＩＶ検査普及週間と世界エイズデーに合わせ
て区広報紙、
区ホームページで周知
区内3ヶ所にてエイズ予防のパネル展示、資料
配布を実施

ＨＩＶ検査普及週間・検査相談月間（6月）
　台東区役所
　台東保健所

世界エイズデー・東京都エイズ予防月間（11～
12月）
　生涯学習センター
　台東区役所
　台東保健所

保健予防課

・中高等学校等での講演会の実施等により、若
年層への正しい知識の普及啓発を行います。 エイズ講演会

エイズ・性感染症
対策

区内の小・中学・高等学校等（計2０校想定）に
専門の講師を派遣し、エイズ・性感染症予防講
演会を開催。

保健予防課

・HIV・梅毒即日検査を実施し、検査を受けられ
る環境を整備します。

ＨＩＶ・性感染症
抗体検査

エイズ・性感染症
対策

ＨＩＶ・性感染症検査（全２5回)
①日　　　時
第2・4水曜日　１３：００～１４：３０
６月１8日　 １７：３０～１９：００（レディースデイ）
11月２1日  １３：００～１４：３０（レディースデイ）
②実施方法   匿名・無料
③実施予定   各回４０人（年間１，０0０人）

保健予防課

①感染症対
策の普及啓
発を行い、
区民一人ひ
とりが感染
症の正しい
知識を身に
つけ、感染
症予防とま
ん延防止を
図ります。

②結核患者
の早期発見
と治療の完
遂を図り、結
核罹患率の
減少に取り
組みます。
【重点】

③HIV・梅毒
の検査を実
施し、感染者
の早期発
見、早期治
療につなげ
ます。

②結核対策
の取組

③HIV・エ
イズ及び性
感染症対策
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目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

定期予防接種 予防接種
予防接種法に基づき、中学1年女子を対象に予
診票を送付・周知するとともに、未接種の高校1
年女子に対して接種勧奨を行う。

保健予防課

任意予防接種
HPVワクチン男
性接種費助成

男性のHPVワクチンの予防接種費用を助成す
る
対象者　小学6年から高校1年相当の男性
助成額　全額助成　助成回数3回

保健予防課

施策３　精神保健福祉の充実

・社会復帰施設のサービス向上に向けた取組を
行います。

精神障害者障害
福祉サービス

精神障害者障害
福祉サービス

障害の種類や程度・サービス利用に関する意
向等を踏まえ、社会復帰施設とも緊密に連携を
図りながら、適切なサービスの提供を行う。

保健予防課

・サービス提供事業者とより一層連携を強化し
ます。

精神障害者障害
福祉サービス

精神障害者障害
福祉サービス

サービス提供事業者との意見交換や会議等を
通じて、常に緊密な連携を図っていく。

保健予防課

②個別相談
体制の充実

・各専門機関等と連携した成人期の発達障害と
高次脳機能障害の相談事業の充実を図ります。 ●

精神保健福祉相
談等

精神保健福祉相
談等

大人の発達個別相談の実施（年３４回）
高次脳機能障害に関する相談の実施（随時）

保健予防課

・差別に関する相談を随時実施します。 ●
精神保健福祉相
談等

精神保健福祉相
談等

障害者に対する不当な差別的取扱いや合理的
配慮の不提供などに関する相談の実施（随時）

保健予防課

・関係機関と連携した周知・啓発に取り組みま
す。 ●

精神保健福祉相
談等

精神保健福祉相
談等

障害福祉課とも連携し、様々な手法で障害者
差別の解消に向けて周知・啓発を行い、障害者
に対して合理的配慮が提供されるようにする。

保健予防課

施策４　難病患者への支援

・難病に関する啓発を推進します。 難病患者等支援 難病患者等支援
利用できるサービスや制度について、区広報紙
や区公式ホームページなどで周知を行う。

保健予防課

・医療費助成制度や難病患者福祉手当及び障
害者総合支援法に基づく障害福祉サービスに関
する周知の充実を図ります。

難病患者等支援 難病患者等支援
申請手続きに来所した相談希望者に対し保健
師が面接を行い、患者の生活状況を把握する
ことにより、患者支援に役立てるよう努める。

保健予防課

・在宅難病患者に対する各種サービスに関する
相談を実施します。 難病患者等支援 難病患者等支援

障害の種類や程度、介護者、居住状況、サービ
ス利用に関する意向等を踏まえながら、各種
サービスに関する相談を実施する。

保健予防課

・関係機関と連携し、保健・医療・福祉の総合的
なサービス相談体制を構築します。 難病患者等支援 難病患者等支援

難病の患者への支援体制の整備を図るため、
難病対策地域協議会を開催し、地域の実情に
応じた支援策を検討する。(年１回)

保健予防課

①医療費助
成制度等を
活用し、療養
の質の向上
を図ります。

②難病患者
等の日常生
活及び社会
生活を総合
的に支援し
ます。

①医療費助
成制度、福
祉制度等の
周知

②相談体制
の充実

・HPVワクチン接種を推進し、若年層のHPV感
染症予防に努めます。

①感染症対
策の普及啓
発を行い、
区民一人ひ
とりが感染
症の正しい
知識を身に
つけ、感染
症予防とま
ん延防止を
図ります。

②結核患者
の早期発見
と治療の完
遂を図り、結
核罹患率の
減少に取り
組みます。
【重点】

③HIV・梅毒
の検査を実
施し、感染者
の早期発
見、早期治
療につなげ
ます。

③HIV・エ
イズ及び性
感染症対策

精神障害者
の地域生活
支援の充実
を図ります。

①精神障害
者の地域生
活を支援す
るサービス
の充実

③障害者差
別解消法へ
の対応
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・患者や家族、支援者向けの研修会や交流会を
実施します。

難病患者等支援 難病患者等支援
患者や家族、支援者向けの研修会や交流会を
実施。

保健予防課

・難病患者支援に関する啓発を行います。 難病患者等支援 難病患者等支援
区広報紙や区公式ホームページを通じて、普
及啓発を図る。

保健予防課

・難病患者等の特性に応じた災害時の対策を実
施します。

難病患者等支援 難病患者等支援
難病患者等の特性に応じた防災訓練等を行
う。

保健予防課

・在宅人工呼吸器使用者への災害時個別支援
計画を作成し災害に備えます。

難病患者等支援 難病患者等支援
在宅人工呼吸器使用者の把握に努め、災害時
個別支援計画を作成する。

保健予防課

①医療費助
成制度等を
活用し、療養
の質の向上
を図ります。

②難病患者
等の日常生
活及び社会
生活を総合
的に支援し
ます。

③難病に関
する情報提
供、啓発活
動

④難病患者
の災害時支
援
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７年度実施
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７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課

基本目標３　地域医療の充実

施策１　医療サービスの確保・充実

・高齢者の医療拠点としての機能の維持・充実
を図ります。

・併設の老人保健施設千束と連携し、リハビリ
テーション室の機能を活かしたサービスの維持・
充実を図ります。

・総合的リハビリテーションサービスの充実（訪
問・通所・外来）を図ります。

・中核病院として政策的医療の維持・充実を図り
ます。

中核病院機能強
化支援

中核病院機能強
化支援

運営協議会の意見を踏まえ、令和７年度以降も
引き続き永寿総合病院に補助金を交付し、政
策的医療を安定的に供給するとともに、地域か
らの需要が高まっている医療機能の充実を図
る。
（補助対象事業）
　・政策的医療の確保に係る事業
　・認知症高齢者の支援、在宅療養の推進に係
る事業、先進医療の提供など、時代の変化に対
応するための医療機能の確保に係る事業

健康課

・認知症高齢者の支援や在宅療養の推進に係る
事業、先進医療の提供など、時代の変化に対応
するための医療機能の確保に係る事業を実施し
ます。

中核病院機能強
化支援

中核病院機能強
化支援

東京都地域連携型認知症疾患医療センターと
して、認知症高齢者の身体合併症・行動心理症
状などの急性期対応を行うとともに、関係機関
からの相談への対応など、認知症に係る区の地
域連携の拠点としての取り組みを行う。
　認知症カフェ　6回

健康課
(高齢福祉課）

・かかりつけ医・歯科医・薬剤師（薬局）に関する
情報提供を行います。

●

健康学習会、
かかりつけ薬局
定着促進事業、
医療マップの発
行

医療連携推進

・健康学習会　１回実施
・かかりつけ薬局定着促進事業（補助）講演会
　下谷薬剤師会　講演会実施　年７回程度
　浅草薬剤師会　講演会実施　年７回程度
・医療マップ「身近なお医者さん」（３年毎改訂）

健康課

・各医療機関の専門機能等の情報共有化による
効率的な医療連携を推進します。 ●

医療連携推進会
議

医療連携推進 医療連携推進会議　１回実施 健康課

④患者の声
相談窓口

・医療機関との信頼関係の構築を支援するため
の相談、助言を行います。 ●

医療安全確保体
制整備

医療安全確保体
制整備

医療に関する問題を当事者自身で解決するた
めの助言・　関係機関の案内を行う
・対象者　患者等
・実施日　月・水・金（9：00-17：00）

生活衛生課

台東病院運営 台東病院運営

高齢者医療を担う拠点病院として、利用者や運
営協議会からの意見を踏まえ、地域の関係機
関と連携しながら、良質な医療・介護サービス
を提供する。
　高齢者医療を担う拠点機能の充実
　在宅療養を支援する機能の充実
　関係機関同士の相互連携を促進する機能の
充実
　災害時医療体制等の強化

健康課

具体的な取り組み

区民生活に
不可欠な医
療サービス
を確保・充実
していきま
す。

①区立台東
病院の維
持、充実

②中核病院
機能の充
実、強化

③かかりつ
け医・歯科
医・薬剤師
（薬局）の定
着促進と医
療連携の推
進
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施策２　救急医療・災害時医療の充実

・休日初期救急医療を継続的に実施します。 休日診療 休日診療
医科及び歯科を全休日に実施
  医科　1休日あたり2ヵ所
  歯科　1休日あたり1ヵ所

健康課

・小児初期救急医療（台東区準夜間・休日こども
クリニック）を継続的に実施します。

台東区準夜間・
休日こどもクリ
ニック

台東区準夜間・
休日こどもクリ
ニック

こどもの初期救急に適切に対応するため、小児
科医による休日及び平日準夜間の診療を実施
し子育てへの不安を解消する。
　開設日
 　  月～土曜日（祝日・年末年始等を除く）
 　  日曜・祝日・お盆（8/14～16）・年末年始
　　（12/29～1/3）
　運営協議会
　　こどもクリニック従事者連絡会　2回
    こどもクリニック運営協議会     2回

健康課

・災害時における医療情報の集約・一元化、情報
連絡体制を整備します。

医療救護体制整
備

医療救護体制整
備

医師会等関係機関との会議等で、情報連絡体
制の構築に向けた協議を行う。
　医療連携推進会議 災害時連携体制整備部
会　   1回
　区中央部二次保健医療圏 地域災害医療連
携会議 参加

健康課

・地区医師会や災害拠点病院等との連携によ
り、災害時の医療救護体制を整備します。 医療救護体制整

備
医療救護体制整
備

災害時における医療救護体制の整備のため、
医療救護訓練や研修会を実施し、協議を行う。
　　緊急医療救護所訓練(2回)
　　医療連携推進会議 災害時連携体制整備部
会(1回)
　　災害時医療研修会

健康課

・限られた人員・資源で緊急医療救護所等を運
営するためのマニュアル等を整備します。

医療救護体制整
備

医療救護体制整
備

「台東区地域防災計画」、「東京都災害時医療
救護活動ガイドライン」を踏まえ、大規模災害の
発災時における医療救護所の体制構築を進め
る。
　　緊急医療救護所訓練(2回)
　　医療連携推進会議 災害時連携体制整備部
会（1回）

健康課

・医薬品及び医療用資器材の備蓄や供給体制
を構築します。 医療救護体制整

備
医療救護体制整
備

発災後における医療救護所で必要となる医薬
品や医療資器材の確保に向け、関係機関と連
携した備蓄や供給体制の構築を推進する。
  緊急医療救護所用資器材・医薬品の充実
  緊急時医薬品供給体制整備事業補助金補助
金　実施

健康課

・医療救護訓練、災害医療に関する各種研修会
を実施します。 医療救護体制整

備
医療救護体制整
備

災害時における医療救護体制の整備のため、
医療救護訓練を実施し、協議を行う。
　緊急医療救護所訓練(2回)
　医療連携推進会議 災害時連携体制整備部
会(1回)
  災害時医療研修会（1回）

健康課

①救急医療
の充実

②災害時医
療の充実

救急医療、
災害時医療
の充実を図
ります。
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施策３　在宅療養の支援と連携体制の充実

①医療・介
護の連携推
進に向けた
検討

・医療・介護の多職種による協議体において情
報共有を図り、関係者間の連携体制を強化しま
す。 ●

在宅療養連携推
進協議会

在宅療養連携推
進

在宅で療養することになる区民がその人らしく
充実した人生を過ごせるよう、医療・介護・福祉
の関係者において連携状況の実情把握、事業
の方向性を検討する会議を開催する。
　在宅療養連携推進協議会　1回

健康課

・在宅療養支援窓口において在宅療養に関する
相談対応や関係機関との調整を実施します。 ●

在宅療養連携推
進

在宅療養連携推
進

在宅療養支援窓口において、在宅療養への移
行や継続に関する相談に対応する。
設置場所 台東病院2階
　在宅療養支援窓口　相談件数

健康課

・在宅療養に関する情報の普及啓発及び情報提
供を行います。

●

在宅療養連携推
進
在宅療養連携支
援

在宅療養連携推
進
在宅療養連携支
援

在宅療養支援窓口による普及啓発活動
　講演会
　窓口通信（事例紹介、報告）
　窓口からのお知らせ（ご案内）
　区ＨＰ、SMS配信
たいとう地域包括ケア推進協議会による普及
啓発活動
　講演会
　多職種連携による研修会

健康課

・普及啓発冊子等を作成し、区民に在宅療養に
ついての理解促進を図ります。 ● ●

在宅療養ハンド
ブックの発行

在宅療養連携推
進

在宅療養を希望する区民や実際に在宅療養を
始める区民に対し、在宅療養の導入を支援す
るため、「在宅療養ハンドブック」を作成・発行
する。
　在宅療養ハンドブック（３年毎改訂）

健康課

③切れ目の
ない在宅医
療と介護の
提供体制の
構築

・切れ目のない在宅医療と在宅介護サービスの
提供体制を構築します。

●
在宅療養連携推
進

在宅療養連携推
進

在宅療養連携推進協議会 専門部会（切れ目の
ない在宅医療・介護の提供体制）、台東病院と
の在宅療養に関する連携を考える検討会を開
催し、緊急時の入院ベッド確保事業の充実や課
題の検証を行う。

健康課

②在宅療養
支援窓口に
よる相談対
応及び普及
啓発

在宅療養に
関する情報
提供や普及
啓発を図る
とともに、医
療・介護関
係者の連携
により在宅
療養の支援
を図ります。
【重点】
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目　標 行政計画
７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課

基本目標４　自殺予防の推進（台東区自殺予防推進計画）

施策１　自殺を予防するための環境づくり

・地域の自殺関連情報の収集、情報の詳細な分
析により実態を把握します。

● 自殺予防対策 自殺予防対策
人口動態統計や、自殺総合対策推進センター
が提供する地域自殺実態プロファイル等から、
自殺情報の収集、分析を行う。

保健予防課

・分析結果に基づいた効果的な自殺予防対策を
検討・実施します。

● 自殺予防対策 自殺予防対策
自殺予防対策連絡協議会において、自殺予防
対策の施策や取り組むべき課題についての検
討を行う。（年１回）

保健予防課

・自殺予防啓発カードやパンフレット等を作成
し、区民へ相談窓口を周知します。

● 自殺予防対策 自殺予防対策
自殺予防啓発のカードやパンフレット等を作成
し、区民へ相談窓口を周知する。

保健予防課

● 自殺予防対策 自殺予防対策
こころの健康相談の実施（年５２回）
こころの健康やいのちに関する情報を区ホーム
ページなどで周知する。

保健予防課

教育相談 教育相談

臨床心理士によるカウンセリング
　本人や保護者を対象に子供の教育上のさま
ざまな悩みに関して、カウンセリングを実施。
　来所相談(予約制)
 　　月～金曜日、第2･4土曜日(除祝日)
　　 9:30～17:30
　電話相談(随時)
 　　月～金曜日、第2･4土曜日(除祝日)
　　 9:30～16:30
   ※来所･電話相談とも水曜日は18:30まで
　オンライン相談(予約制)
  　 月～金曜日、第2･4土曜日(除祝日)
　　 9:30～16:30
　１人１台端末を活用した子供の相談
　　対象　台東区立小中学校児童・生徒

教育支援館

・自殺予防強化月間（9月、3月）に区内施設で
パネルを展示します。

● 自殺予防対策 自殺予防対策
台東保健所及び区役所１階にて自殺の状況や
相談窓口に関する情報提供を行う。（9月・3
月）

保健予防課

・区広報紙や啓発冊子による自殺予防に関する
正しい知識の普及啓発を行います。 ● 自殺予防対策 自殺予防対策

区広報紙や啓発冊子を通じて、自殺予防に関
する正しい知識の普及啓発を行う。また、中学
生向けにリーフレットを作成し配布する。

保健予防課

・区公式ホームページやSNSによる、自殺予防
に関する情報発信を行います。

● 自殺予防対策 自殺予防対策
区公式ホームページやSNSを通じて、自殺予
防に関する情報発信を行う。

保健予防課

・自殺予防に関する講演会を開催します。 ● 自殺予防対策 自殺予防対策 自殺予防啓発講演会を開催する。(年1回) 保健予防課

・事業者や学校等からの要請に基づくゲート
キーパー養成講座の出前講座を実施します。 ● 自殺予防対策 自殺予防対策

児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育など、
学校からの要請や、事業者、地域からの要請に
基づき、ゲートキーパー養成講座等を実施す
る。(随時)

保健予防課

具体的な取り組み

自殺者を減
少させるた
め、こころと
いのちを大
切にする環
境づくりを地
域で推進し
ていきます。

①自殺の実
態把握

③区民一人
ひとりの気
づきと見守
りの推進

・区公式ホームページ等を通じて、相談窓口やこ
ころの健康相談を周知します。

②相談窓口
情報等の発
信
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７年度
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・自殺のハイリスク層に対する効果的な施策を
検討します。 ● 自殺予防対策 自殺予防対策

ハイリスク層に対する効果的な施策や取り組む
べき課題についての検討を行うため、自殺未遂
者支援部会（年２回）

保健予防課

教育相談 教育相談

臨床心理士によるカウンセリング
　本人や保護者を対象に子供の教育上のさま
ざまな悩みに関して、カウンセリングを実施。
　来所相談(予約制)
 　　月～金曜日、第2･4土曜日(除祝日)
　　 9:30～17:30
　電話相談(随時)
 　　月～金曜日、第2･4土曜日(除祝日)
　　 9:30～16:30
  　※来所･電話相談とも水曜日は18:30まで
　オンライン相談(予約制)
  　 月～金曜日、第2･4土曜日(除祝日)
　　 9:30～16:30
　１人１台端末を活用した子供の相談
　　対象　台東区立小中学校児童・生徒

教育支援館

●
スクールカウンセ
ラー

小学校スクール
カウンセラー
中学校スクール
カウンセラー

区立小中学校にスクールカウンセラーを配置
し、児童・生徒へのカウンセリング、教職員・保
護者への指導助言や教育相談を行い、いじめ
や不登校等の問題解決及び早期発見に努め
る。
  配置体制　　小学校1校あたり週2日
　　　　　　　　　　（年間616時間）
　　　　　 　　　 中学校1校あたり週1日
　　　　　　　　　　（年間308時間）
　　　　　　　　　1日７時間配置

指導課

・「SOSの出し方に関する教育」を推進します。
「SOSの出し方
に関する教育」

「SOSの出し方
に関する教育」

学校における自殺予防教育を推進させるため
に、授業等で活用できるDVDの配布や子供が
悩みを抱えた時に相談できる窓口連絡先一覧
の配布等を行う。

指導課

⑤自殺予防
に関する連
携

・「自殺予防対策連絡協議会」や「自殺未遂者支
援部会」等を開催し、効果的な対策を実施しま
す。

● 自殺予防対策 自殺予防対策

地域の実情に即した効果的な自殺予防対策を
推進するために、関係機関が情報共有を深め
連携するために、「自殺予防対策連絡協議会」
(年1回)や、自殺未遂者の支援方法についての
連携体制の協議や情報共有を進めていくため
に「自殺未遂者支援部会」(年2回)を開催す
る。

保健予防課

自殺者を減
少させるた
め、こころと
いのちを大
切にする環
境づくりを地
域で推進し
ていきます。

④こころの
健康づくり
の推進

・区立小・中学校の児童・生徒に対する相談窓口
の周知及びスクールカウンセラー等による相談
を実施します。
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新  規
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施策２　相談体制の充実による自殺予防

・区民や事業者など様々な方を対象としたゲート
キーパー養成講座を開催します。 ● 自殺予防対策 自殺予防対策

区民や事業者など様々な方を対象としたゲート
キーパー養成講座を実施する。(随時)

保健予防課

・区職員を対象としたゲートキーパー養成講座を
開催します。 ● 自殺予防対策 自殺予防対策

区職員を対象としたゲートキーパー養成講座を
開催する。（係長昇任者、採用３年目、採用後１
５年･２５年目）

保健予防課

・区公式ホームページでゲートキーパー養成講
座の動画を配信します。

● 自殺予防対策 自殺予防対策
区公式ホームページでゲートキーパー養成講
座の動画を配信中。

保健予防課

②相談者の
悩みに応じ
た適切な対
応

・各関係機関との協議に基づく相談者の状況に
応じた支援方針を策定します。 ● 自殺予防対策 自殺予防対策

各関係機関と連携体制を構築し、必要に応じて
会議を開催し、相談者の状況等に応じた支援
方針の策定を行う。（随時）

保健予防課

・支援のあり方を検討し、手引きの見直しを図り
ます。

● 自殺予防対策 自殺予防対策
これまでの支援の実績を踏まえ、支援のあり方
を検討し、随時支援者向け対応マニュアルを充
実させる。

保健予防課

・適切な支援を行うため、研修参加や自己啓発
により職員のスキルアップを図ります。

● 自殺予防対策 自殺予防対策
自殺予防対策対応マニュアルを職員に周知し、
各職員が自己啓発により支援のためのスキル
アップを促進する。

保健予防課

施策３　自殺未遂者の支援体制の充実

①自殺未遂
者に関する
情報の収集

・自殺未遂者支援部会において医療機関等との
連携を深めるため、自殺未遂者に関する課題の
共有と今後の支援に向けて協議を行います。

● 自殺予防対策 自殺予防対策
医療機関等との連携を深めるため、自殺未遂
者に関する課題の共有と今後の支援に向けて
協議を行う。(年2回)

保健予防課

・面談、訪問等を通じて寄り添った支援を実施し
ます。

● 自殺予防対策 自殺予防対策
定期的に保健師等による面談、訪問を行うこと
により、未遂者に寄り添った支援を行う。

保健予防課

・医療機関や支援機関等と支援方針の検討を行
います。

● 自殺予防対策 自殺予防対策
必要に応じて支援関係機関による支援方針検
討会（ケアカンファレンス）を開催し、未遂者に
対する今後の支援方針を検討する。

保健予防課

・面談、訪問等を通じて支援方針を決定し、適切
な支援を実施します。 ● 自殺予防対策 自殺予防対策

保健師等による面談・訪問等を通じ、適切に社
会資源につなぐことにより遺族に対する支援を
図る。

保健予防課

・遺族等が求める情報や相談機関に関する情報
を適切に提供します。

● 自殺予防対策 自殺予防対策
区公式ホームページ等を通じ、遺族等が求める
情報（法律、遺族会など）や、相談機関に関する
情報を周知する。

保健予防課

①早期対応
の役割を果
たすゲート
キーパーを
養成します。

②相談支援
体制の充実
を図り、早期
の適切な医
療やこころの
ケアにつな
げます。

①早期対応
の中心的役
割を果たす
「ゲートキー
パー」の養
成

③自殺予防
対策の手引
きの改定と
活用

①地域医療
機関等との
連携により、
自殺未遂者
に対し適切
な支援を行
います。

②万一の
際、遺された
遺族に対す
る適切な情
報提供を行
い、心のケア
等に努めま
す。

②自殺未遂
者に対する
ケアの充実

③自死遺族
等のための
適切な情報
提供
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目　標 行政計画 ７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課

基本目標５　食育の推進（台東区食育推進計画）

施策１　生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進

・各種講習会の実施 ● 食生活支援 食生活支援
離乳食講習会、幼児食講習会
親子クッキング、栄養出前講座　等

保健サービス課

・個別相談の充実 ● 食生活支援 食生活支援
乳幼児健診及び電話等による相談（随時）
栄養相談　３６回
栄養出前講座　随時

保健サービス課

・区広報紙、区公式ホームページ、区公式チャン
ネルにおける動画配信、イベント等における啓発

● 食生活支援 食生活支援
区広報紙・ホームページ・メールマガジン掲載、
動画配信（随時）
イベント等における啓発

保健サービス課

・適切な給食の提供 保育所給食管理 保育所給食管理
乳幼児期の発育・発達の過程に応じた食事の
提供

児童保育課

・食材に触れる体験 保育所給食管理 保育所給食管理 各園における野菜の栽培・食材の展示　随時 児童保育課

・献立表・食育だよりの発行 保育所給食管理 保育所給食管理
献立表・食育だより　　　  毎月
食育だより（特集号）　　 　４回

児童保育課

・子育て広場 保育所給食管理 保育所給食管理
地域の親子向けに保育園の給食や離乳食等の
食に関する栄養相談の実施

児童保育課

●

小学校給食食育
推進
中学校給食食育
推進

小学校給食食育
推進
中学校給食食育
推進

区内小中学校26校での地産地消の取組み
　国産及び都内産農産物の活用
　連携都市農産物の給食活用

学務課

小学校給食食育
推進
中学校給食食育
推進

各学校で推進
・全ての教育活動を通じた、食に関する指導の
充実

指導課

・「生きた教材」として活用するための、学校給
食の充実

小学校給食食育
推進
中学校給食食育
推進

各学校で推進
・「生きた教材」として活用するための、学校給
食の充実

指導課

・健康状態の改善等に必要な知識の普及、及び
望ましい食習慣の形成に向けた取組の推進

小学校給食食育
推進
中学校給食食育
推進

各学校で推進
・健康状態の改善等に必要な知識の普及、及び
望ましい食習慣の形成に向けた取組の推進

指導課

・生活習慣病の発症と重症化予防 ● 食生活支援 食生活支援
イベント、区広報紙・ホームページ等による周知
啓発

保健サービス課

・女性やパートナーに向けた栄養に関する情報
発信

● 食生活支援 食生活支援

母子バッグ配布時（妊娠時）にリーフレット配布
リーフレット送付
  子宮頸がん検診対象者(20～38歳偶数年
齢）
女性の健康週間での資料配布
区ホームページ等による普及啓発

保健サービス課

ライフステー
ジに応じた
食育や健康
寿命の延伸
につながる
食育を推進
します。

（１）ライフ
ステージ
に応じた
食育の推
進

・全ての教育活動を通じた、食に関する指導の
充実

具体的な取り組み

①乳幼児
及びその保
護者に対す
る取組

④成人への
取組

②保育園
等における
取組

③学校にお
ける取組
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各
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細
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目　標 行政計画 ７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

・後期高齢者の総合健康診査結果より抽出した
対象者に対する低栄養防止事業（高齢者の保
健事業と介護予防の一体的実施「シニアの健康
度アップ！大作戦」の一環）

● 低栄養予防 食生活支援 低栄養防止事業（栄養相談） 保健サービス課

・高齢者の自主活動グループ（通いの場）や地
域の団体等への出前講座などを通した低栄養
の予防等の啓発

● 低栄養予防 食生活支援 栄養出前講座 保健サービス課

● 食生活支援 食生活支援 情報提供（随時） 保健サービス課

● 食生活支援 食生活支援
栄養相談　３６回
電話・所内相談等　随時

保健サービス課

● 食生活支援 食生活支援

健康増進普及月間・食生活改善普及運動（９
月）
　内容　パネル展示、資料配布、ポスター掲示、
　　　　　メールマガジン配信
　実施場所
　　　台東保健所、浅草保健相談センター、
　　　図書館、区役所地下食堂、区内スーパー
　　　マーケット、コンビニエンスストア　等

保健サービス課

● 食生活支援 食生活支援 随時 保健サービス課

特定給食施設指
導

特定給食施設指
導

栄養管理講習会 保健サービス課

特定給食施設指
導

特定給食施設指
導

個別指導（随時） 保健サービス課

特定給食施設指
導

特定給食施設指
導

栄養情報の配信 保健サービス課

特定給食施設指
導

特定給食施設指
導

食育のためのエプロンシアター、パペット人形
等の貸出（随時）

保健サービス課

食育リーダー研
修

予算事業なし
幼稚園・こども園教員、小・中学校教員を対象
に食育リーダーの資質向上及び各校の食育の
推進を図ることを目指し、研修を実施。（３回）

指導課

● 食生活支援 食生活支援
区内在住の管理栄養士・栄養士が活動してい
る「たいとう栄養士会」への支援

保健サービス課

ライフステー
ジに応じた
食育や健康
寿命の延伸
につながる
食育を推進
します。

（４）食育
支援のた
めの人材
育成

（２）栄養
バランス
のよい食
事と減
塩、野菜
の摂取量
を増やす
取組

・健診、出前講座、イベント等における情報提供

・栄養相談の充実

・食生活改善普及運動等における啓発（パネル展示、スー
パーマーケットやコンビニエンスストアにおけるPOP掲示等）

・区公式ホームページや区政情報モニターによる啓発

・栄養管理等への助言

・栄養や食に関する情報のメール配信

・保育園等への食育指導媒体の貸出し

（１）ライフ
ステージ
に応じた
食育の推
進

・食育リーダーの育成

（３）給食
施設への
食に関す
る情報提
供

・給食施設向け講習会の実施

・食育ボランティア（たいとう栄養士会）の活動支援

⑤高齢期
への取組
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目　標 行政計画 ７年度
新  規

７年度実施
予定事業名

７年度
予算事業名

事業内容、実施時期、回数、対象者等 担当課具体的な取り組み

施策２　食の循環や環境を意識した食育の推進

食品安全情報の
提供

食品安全情報の
提供

消費者・食品等事業者・行政間で食品安全確
保に関する情報及び意見交換を行う。
・意見交換会（３回）

生活衛生課

食品安全情報の提
供

食品安全情報の
提供

こどもクラブへの出張講座や食中毒予防器具
を貸与し、食の安全に関する情報提供を行う。
・出張講座（５回）
・食中毒予防エプロンシアター（３回）

生活衛生課

食品衛生監視指
導

食品衛生監視指
導

通常監視時に加え、夏期・歳末の時期に表示の
一斉監視を実施する。

生活衛生課

● 栄養成分表示 食生活支援
食品表示法に基づく表示指導
　栄養成分表示等に関する相談
　対象　食品関連事業者等

保健サービス課

● 食生活支援 食生活支援
食品の備蓄等についての周知啓発（区ホーム
ページ等）

保健サービス課

給食管理
給食における適切な食物アレルギー対応の実
施

学務課

保育所給食管理 保育所給食管理 食物アレルギー児への除去食の提供　随時 児童保育課

食品等の検査 食品等の検査 学校で調理される給食のアレルギー検査を実
施

生活衛生課

● 食生活支援 食生活支援 区ホームページ掲載（随時） 保健サービス課

● 乳幼児健診 食生活支援 健診時の食物アレルギー相談（随時） 保健サービス課

●
食の「もったいな
い」意識の啓発

食の「もったいな
い」意識の啓発

食品ロス削減に関するパネル展示
　場所  ①庁舎１階ロビー②地下食堂前
　期間  ①及び②１０月１日～３１日

フードドライブ（イベント時）
　令和７年６月2８日、２９日

常設フードドライブ

量ってみようキャンペーンの実施

食品ロス削減無人販売機「fuubo（フーボ）」活
用で削減されるCO２排出量の公表

清掃リサイクル課

●
食の「もったいな
い」意識の啓発

食の「もったいな
い」意識の啓発

食品ロス削減リーフレットの配布（窓口等）
　内容　賞味期限・消費期限についての情報を
掲載

清掃リサイクル課
・賞味期限・消費期限を含めた食品表示に関する情報提供

・小学校給食のアレルギー検査実施

③食品ロ
ス対策

生産から消
費までの一
連の食の循
環と環境を
考え、安全・
安心な食生
活を目指し
ます。

・食の安全講座の実施

・学童期の食品衛生教室等の実施

・食品関連事業者等への適正な食品表示に関する指導と啓
発

・栄養成分表示に関する指導と啓発

・食品の備蓄等についての周知啓発

①食の安
全・安心
の確保

・区公式ホームページによる食物アレルギーに関する啓発

・乳幼児健診時等における適切な情報提供

・食品ロスを削減するための行動につなげる普及啓発

②アレル
ギー対策

・小・中学校、保育園等における給食・弁当給食の食物アレル
ギー対応
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